
第２５回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録 

 

 

日時：平成１６年１１月３０日（火） １４：０１～１７：０７ 

 

場所：農林水産省７階講堂 

 

○生源寺部会長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・

農村政策審議会第 25 回企画部会を開催いたします。 

 なお、本日は八木会長、江頭委員、大庭委員、古賀委員、豊田委員、平野委員、

森野委員及び坂本専門委員が所用によりご欠席でございます。 

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 98 名の方から傍聴の申し込み

があり、本日お見えになっております。また、資料、議事録等につきましては、す

べて公開することとしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日は食料自給率、食の安全・安心の確保、食品産業と農業の連携の推進、それ

から担い手政策と地域振興政策の関係、これらのテーマについての議論を行います。 

 議論の進め方ですが、まず事務局から資料の説明をまとめてお願いいたしたいと

思います。また、毎回のことで恐縮でございますけれども、説明に当たりましては

なるべく端的にお願いいたします。その後、４時 30 分までを目途に委員の皆様に

よる意見交換を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日は杉本委員から「福井県池田町一寸紹介」という資料が、山田委員か

ら「新たな食料・農業・農村基本計画の策定に向けたＪＡグループの要請具体策」

という資料が提出されております。 

 また、お手元のテーブルにあるかと存じますが、新開委員からは関連する新聞記

事の冊子、それから永石臨時委員から農業者が取り組む味噌等の加工の事例につい



ての資料が提出されておりますので、併せてご披露申し上げておきたいと思います。 

 それでは、最初に事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○山田総合食料局次長  総合食料局の山田でございます。資料１をお願いいたし

ます。 

 食料自給率の関係でございますけれども、９月 16 日の企画部会でご議論をいた

だいております。再度資料を準備いたしました。早速ですが、資料１の１ページ目

からご説明をいたします。 

 １ページ目でございますが、現行の基本計画の全体像を再度整理いたしておりま

す。左側の方に「消費面」、「生産面」と書いてございますが、現行の基本計画で

は消費面として食料消費に関する課題、これを踏まえて望ましい食料消費の姿をお

示ししております。望ましい食料消費の姿は品目ごとにトン数でお示しするという

ような形でございます。 

 なお、具体的な示し方は参考資料２の方の資料につけておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 それから、生産面でございますが、生産面については農業生産に関する課題、ま

た生産面で特に品目ごとの課題を設定いたしまして、それとともに生産努力目標を

お示ししております。生産努力目標は品目ごとのトン数、あるいはそれとの関係で

10 アール当たりの収量等をお示ししているところでございます。 

 こういった消費面、生産面での課題が解決された場合の達成可能な目標というこ

とで矢印で下に書いてございますが、食料自給率目標を設定いたしております。食

料自給率目標はそこに書いてございますように、品目別、あるいは総合食料自給率

はカロリーベース、あるいは金額ベースを参考にするなど、各種のものをお示しし

ております。右上の方に「施策」と書いてございますが、こういった消費面、生産

面での課題、また食料自給率目標に対応した施策ということで、そこに書いてあり

ます食料安定供給の確保ですとか、農業の持続的な発展、農村の振興といった課題

を整理しております。 

 それから、右下の方に書いてございますが、この基本計画と併せて提示をしてい



るものといたしまして、「農業経営の展望」、これは他産業並みの労働時間、生涯

所得を確保できるような類型ということで 35の類型をお示ししております。それ

から、「農業構造の展望」、将来の農業構造の姿を示しているものですが、それも

お示しし、「研究・技術開発の展望」も併せてお示ししております。 

 ２ページ目でございますが、検討の進め方を整理いたしております。左側が現行

基本計画、今お話しをしましたような構造になっているものでございます。右側の

方に「新たな目標の設定」と書いてございます。真ん中に点々がございますが、施

策につきましては現在企画部会の方でご議論いただいておりますさまざまな施策

が点々より下に記載されています。この点々より上の方、自給率目標等に関連いた

しましては、先ほど言いました９月 16 日の企画部会で、左から２番目ですけれど

も、「現行計画の検証」ということで、検証のデータをお示ししております。そこ

の下の方にちょっと書いてございますが、農林水産省の政策評価会、10 月５日に開

催いたしましてご議論いただきまして、総合評価書を取りまとめました。これにつ

きましては 11 月９日にこの企画部会に提出させていただいております。 

 こういった検証の次に３番目ですけれども、「新たな課題の検討・設定」という

ことが必要になっておりまして、本日資料を提出しておりますけれども、食料消費

に関する課題、農業生産に関する課題でございます。こういった課題を踏まえまし

て、新たな目標を設定していくということでございます。それに対応した施策の検

討を進めていくというような形で進んでいくと考えております。 

 ３ページ目でございますが、今言いました食料消費に関する課題でございます。

これは左から「現状」「課題」「対応方向」と書いてございますが、現状はご説明

をいたしましたとおり、主食であります米が減尐する一方で、畜産、油脂等が増加

をしております。そういった問題のほかに栄養バランスの崩れ、あるいは生活習慣

病の増加などの現状がございますので、真ん中の課題として、今後の課題として考

えられますものを整理しております。１つ目には適正な栄養バランスの実現、２つ

目に食品の廃棄や食べ残しの減尐、３つ目が国民一人一人がみずから食について考

えていくということの重要性、４つ目が食料供給者である食品産業の対応と、こう

いった消費面での課題があろうかと考えております。対応方向については、今ご議



論いただいているところでございますが、これまで議論されたものとしてそこに書

いてあります。食育ですとか消費拡大のための運動の展開、あるいは情報の提供と

いったことが対応の方向かと考えております。 

 それから、４ページ目でございます。農業生産に関する課題でございますが、こ

れも既に現状等ご説明をしておりますが、そこに書いてございますように、「生産

コストの低減」ですとか「需要に即した国内生産の推進」といったことが現状から

浮かび上がってきます。具体的には４つほど記載をしておりますが、担い手のため

の施策の推進・強化、あるいは優良農地の確保、耕作放棄地の発生防止・解消のた

めの施策、３番目に新技術の開発・普及、４番目に食品産業と国内農業との連携強

化というような課題があろうかと考えております。対応方向については、現在ご議

論いただいているようなことをとりあえず整理をして書いてございます。 

 それから、５ページ目でございます。品目ごとの課題でございます。主な課題に

ついて整理をしておりますが、そこに書いてありますように、関係者が取り組むべ

き課題を明確化して、消費者、実需者ニーズに即した農業生産を推進していくこと

が大事だということでございます。ここに記載をしました品目、あるいはそれ以外

の品目につきましても、参考資料の方で詳しくお示しをいたしておりますが、とり

あえずはここでは要約したものを記載しております。例えば、米につきましては３

つほど○で書いてありますが、新たな需要の拡大を図っていく必要性、それから担

い手への農地利用の集積、生産の組織化・法人化の推進といった課題、また各種の

ニーズに機動的に対応できる生産・流通体制の確立といった課題がございます。麦

類について２番目に書いてございますが、これも的確な実需者ニーズの生産者への

伝達、あるいは新品種への転換といった問題、それから生産コストの低減といった

課題がございます。大豆については、卖収、あるいは品質の向上、コストの低減の

推進といった課題がございます。 

 ６ページ目、続きでございますが、野菜等につきましては、弱体化している産地

も見られますので、担い手を中心とした産地の体質強化やコストの低減、さらには

加工業務用需要に対応できる産地といったことが必要になっているということで

ございます。果実につきましては、生産規模の拡大やコストの低減のほかに、高品



質品種の栽培面積の増加といったことをさらに推進する必要があるということで

ございます。畜産物につきましては、一般的な体質強化のほかに、２つ目に書いて

ありますが、コントラクター等の外部支援組織の利用の拡大、さらには３番目、生

乳については液状乳製品等の需要拡大に対応した生産体制等の構築、食肉について

は業務用・加工用需要に対応した生産・供給体制の構築、また自給飼料の生産拡大

等の課題があると考えております。 

 それから、７ページでございます。これは参考までにお示しをしておりますが、

全体として財政負担等がかなり多いという品目もございます。この表では右側の方

に財政負担の金額、価格・経営安定対策ということでございますが、それを表示し

ております。真ん中のパーセントは粗収益に対します財政負担等の割合ということ

でございまして、特に畑作物関係のものが財政負担が多いというような状況になっ

ております。 

 資料の説明は以上でございます。 

○高橋消費・安全局審議官  それでは、資料２にまいります。 

 「食の安全・安心の確保に関する追加説明資料」ということであります。 

 食の安全・安心につきましては、10月８日の本部会におきまして一回ご議論いた

だいておりますが、本日はちょっと個々のいろいろな農産物、あるいは畜産物、そ

ういった領域の捉え方ではなくて、全体の流れ、それから全体の鳥瞰図についても

う一回ちょっとおさらい申し上げたいと思います。 

 まず、１ページでございますが、現在の食品の安全・安心の確保に関する施策の

全体の３つのプレイヤーの役割、それから相互の関係というものを示しております。

図の方では下の方をご覧いただきたいんですが、右側に行政、それから左側に生産

者、事業者、それから消費者と書いてございますが、昨年成立いたしました食品安

全基本法の中で明示されておりますけれども、行政の役割というのはリスク分析手

法に基づいた安全行政ということで、これはまずリスクの評価、それから評価に基

づいたリスクの管理、そしてそれについての意見交換、リスクコミュニケーション、

そういうことをやっていくということでございます。 



 生産者・事業者の方は当然ルールの遵守、最低基準の遵守ということはあるわけ

でございますけれども、それプラス自主的な取り組みとして生産流通技術、これは

この説明では安全面ということでございますけれども、生産流通技術の安全面での

改善ということでＨＡＣＣＰ、あるいはＧＡＰの導入ということは今後そういった

自主的な取り組みが期待されているということでございます。それから、商品情報

の提供と。消費者の方はこれはもちろん買い手になるわけでございますけれども、

こういった適正な情報に基づいた商品の選択とリスクマネジメントへの参画と、こ

れはリスクコミュニケーションに参加して消費者として意見を述べていくという

ことでありますけれども、こういった三者の関係があるということでございます。 

 それで、前段安全面、今まで最低基準ということはずっと戦後の食品の衛生基準

の流れであるわけですが、今ご説明しました生産者・事業者の役割の中でＨＡＣＣ

Ｐ、あるいはＧＡＰの導入ということを言っております。 

 この２枚目にまいりますけれども、２枚目、３枚目でＧＡＰとＨＡＣＣＰについ

て述べておりますが、これはちょっと広い言い方をすれば全体にＨＡＣＣＰ的な、

その説明はこの前やっておりますけれども、ハザード、これは危害と言われていま

すけれども、危害の分析と生産流通工程における、フードチェーンの流れの中にお

ける主要点、重要なポイントにおいて衛生的な管理をきちんとやっていくと、それ

が直接食品をつくっている通常の生産者のみならず、一番最初の農業の最初の段階、

畑、あるいは採取、そういった場面から安全面にも気をつけていこうということで

ございまして、この農業生産、あるいは調製、貯蔵過程、そういったプロセスごと

のリスク管理の手法であるＧＡＰ（Good Agricultural Practice）でございます。

それから、狭い意味での食品産業、製造業、加工業、そういったところでやられて

いるのが、これは狭い意味でのということでございますが、ＨＡＣＣＰということ

になるわけでございます。ＧＡＰの方は四角の冊子に書いてございますが、フード

チェーン全体におけるリスク管理が重要だということで、農業生産の場面において

も安全性の高い農作物を生産することが重要である、こういったＧＡＰを導入する

ということであります。流れはその左側に書いてあるように、今申し上げましたよ

うに、農業生産、あるいは選果、調製、貯蔵過程においてＧＡＰを導入していくと。 



 こういうＧＡＰにどういうことを考えていくんだろうかと、これはＧＡＰは私ど

もとしては一応国が何か規制のような格好で入れるということではなくて、最終的

には生産の実態に即してのＧＡＰということになりますので、考えるべきポイント

というのは右側のピンク色の四角の中に書いてございますが、病原微生物対策とか、

あるいは化学的危害要因対策、異物混入、その他のポイントについて十分気をつけ

ていただくということになるんですけれども、これはその矢印の下に書いてござい

ますけれども、生産の実態に応じて産地ごとにＧＡＰを考えていただくと、これは

そうしますと最後は個々の農業者みずからが策定、実践と、こういうことになるの

であろうというふうに考えております。そういった意味で、なかなか規制にはちょ

っとなじまないんですけれども、それぞれの重要なポイント、ポイントで、場面、

場面で安全面に十分留意をしていただくと、それを自分でどういった点を考慮すべ

きか、そういったチェックリストをつくってご自分で実践をしていただくと、それ

が最終的には安全面につながると、こういった流れで考えております。 

 それから、３ページにまいりますが、ＨＡＣＣＰにつきましては、今度は工業的

な産業の方でございますけれども、食品産業の工程の中で、今までの食品安全面、

食品衛生面の考え方というのは、最終製品が衛生面でいろいろな条件で合格してい

れば、いろいろな基準に合格していればいいと、これはファイナルチェック方式と

言うんだそうでございますけれども、このファイナルチェック方式に対しまして、

最終製品が合格していればいいという考え方ではなくて、生産工程の途中から安全

面にいろいろ留意して製造していただくというのがこのＨＡＣＣＰ、英語の細かい

やつは下に書いてありますが、"Hazard Analysis and Critical Control Point"と

言っていますけれども、そういうところで十分留意していただくということでござ

います。 

 現在、このＨＡＣＣＰにつきまして、国としてどういう取り組みをやっているか

といいますと、右側に書いてありますように、まず食品衛生法では６つの対象の食

品を決めております。そういったところではＨＡＣＣＰ手法がとられている。この

ＨＡＣＣＰの手法をとっているという承認を受けた場合には、そこから生産された

ものについては、食品の規格を満たしているというふうな扱いになります。国とし



ては、そういったＨＡＣＣＰ手法の導入のために税制、あるいは融資などの支援を

しているということでございます。これはＨＡＣＣＰ手法支援法の平成 10 年だっ

たと思いますが、そのときに制定をいたしております。 

 それから、最後に水際の措置の話が前回出ていますが、４ページにちょっと水際

の措置のまとめをいたしております。これは下の方の図で申し上げますと、輸入食

品の検疫ということになりますが、輸入食品が入ってきますと検疫所で審査を受け

まして、モニタリング検査をやって、これはランダムにサンプルを抜き取って検査

をやるわけでございますけれども、特に問題のある、違反の可能性の高いものにつ

いては全数調査の命令などがあるということでございます。体制につきましては、

その数字が書いてありますように、現在は食品衛生監視員、国の方の水際の監視に

当たっているのは 295 人ということで聞いております。その他個別の前回出ました

いろいろなお尋ねにつきましては、５ページ以下の参考にそれぞれ資料を出してお

りますので、ご覧をいただければ幸いでございます。 

 以上でございます。 

○田中総合食料局審議官  続きまして、資料３で食品産業と農業の連携の推進に

ついてご説明いたします。 

 同じく 10 月８日に食品産業全体についてご説明を申し上げておりますが、その

うちの連携について改めてご説明を申し上げます。１ページをお開きください。 

 １ページは同様の図を前回にも示しましたが、生産から消費に至るフードシステ

ムにおいて、食品産業が大きな比重を占めていること、国内農産物の仕向先として

消費者に生鮮食品として供給されるものの比重はなお 65％と過半を占めてはおり

ますが、食品産業向けの比重も大きいことなどを示しております。特に今回右端に

示しましたように、国民の消費生活における加工品や外食の比重が高まっているこ

とから、国内農業の発展にとって食品産業と連携し、食品産業を通じて消費者ニー

ズに応えていくことがますます重要になっていると認識しております。 

 ２ページに食品産業と国内産業の連携推進の方向を整理いたしました。前回、価

格や加工のための人件費の観点から、加工食品製造業や外食産業で輸入品への依存



が高まっていることを述べましたが、一方で国産品を積極的に活用する契機も存在

することも紹介いたしました。つまり安全・安心志向や鮮度志向など、消費者の厳

しい商品選択に応え、また同業他社との厳しい競争に打ち勝つためにブランド化な

ど、商品差別化戦略を模索することが必要になっていることであります。そのため

に、国内生産者との契約取引、産直などの流通チャネルの多様化、農業部門への参

入など、さまざまなやり方で国内農業との連携を進める動きが始まっていることを

ご紹介申し上げました。食品産業と国内農業との連携推進はそうした動きを加速す

る環境条件を整備し、側面からこれを支援していくことが基本であると考えます。

その方向として、右の緑の部分にコーディネーターの育成、相互理解の推進、品種

開発・技術移転、ブランド開発の４つを掲げました。３ページ以降にこうした連携

の具体例を示しました。 

 ３ページでは、食品製造業の取り組みとして、わさびの例を掲げています。この

例では、わさび供給が安定するように、左下に書きましたように、食品産業が品種

開発や技術移転に乗り出しております。 

 ４ページは、流通業者である卸売市場の仲卸売業者が産地とコンビニの間のコー

ディネーターとなり、全国の生産者との契約取引を組織化した例です。おでんを通

年販売するコンビニが国産の大根を安定的に調達することが必要であったために

取り組まれました。 

 ５ページは小売業者である食品スーパーが、右の欄にありますように、八ヶ岳高

原朝どり野菜など、独自のブランド化を行った例で、そのために鮮度保持施設への

投資も行っております。 

 ６ページは仲卸事業者がコーディネーターとなり、外食事業者とキャベツ産地が

連携している例です。この例に見るように、大手の事業者が国産生鮮品の安定的な

調達を実現するためには、リスク分散の観点から調達を全国化していくことが必要

になり、全国の産地事情に通じたコーディネーターが必要になっています。 

 このように、フードシステムの川下側から消費者ニーズに応えるために、その調

達チャネルの選択、整備、さらには商品開発を行うという形で生産者側に働きかけ

る例が見られるようになっています。これらの連携に当たって、政府は政策金融な



どによる支援を行っていますが、前回にも述べましたように、産学連携の食品産業

クラスターや技術開発、地域ブランドの開発などの面においてもこうした連携を支

援していくことが必要であると考えております。 

 最後の７ページは前回もお示しした図でありまして、食品産業の課題を農政改革

全体の中に位置づけたものです。ただいまはこのうちいかに国内農業と食品産業の

連携を強化していくかという点からご説明いたしました。 

 以上でございます。 

○宮坂経営局審議官  経営局審議官の宮坂でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 資料４で担い手政策と地域振興政策の関係についてご説明申し上げます。 

 開けていただきまして、前回、11 月 17 日でございますが、本企画部会で担い手

政策と農村振興政策がそもそも同一の方向を向いているのかと、両者の関係は一体

どういうふうになっているんだということのご議論がありました。その宿題に対し

ますお答えといたしまして、農村振興局と共同で資料をつくっております。 

 １ページ目でございますが、まず本年の８月 10 日、本企画部会におきます中間

論点整理では一体どういうふうに整理をされているかということでございます。上

の四角でアンダーラインを引いてございますが、農政におきましては、「農業を産

業として振興する産業政策と農村地域を維持・振興する地域振興政策について、こ

れまでその関係が十分に整理されないまま実施されてきた面があり、両者を明確に

区分して施策を体系化する必要がある」ということが中間論点整理でうたわれてお

ります。 

 また、その第２で下の方にございますが、「農政改革の方向」で「担い手政策の

在り方」、その「基本的な考え方」という中では、「対象者を明確にして講じられ

る産業政策であり、一定の地域を対象として講じられる地域振興政策とは明確に区

分されるものである」ということで、両者明確に区分するべきであるというのが８

月 10 日に既に中間論点整理がされております。 

 次のページでございます。 



 では、具体的にどういう施策が担い手に集中化・重点化され、またどういうもの

が担い手以外も対象にされるのかというのが２ページ目でございます。 

 ３つの箱がございますが、農業経営の改善に向けた各種施策につきましては、こ

れは対象を担い手に明確に絞った上で集中的・重点的に実施すべきであると。具体

的には上の四角にございますが、農業経営の改善のための規模拡大とか機械・施設

の導入への支援、それから担い手経営安定対策、こういったものは対象を担い手に

明確化をいたしまして集中化・重点化をしていくと。 

 次の四角でございますが、担い手及びそれ以外の農家が対象となり得る施策とい

うことでございますが、これが先ほどの中間論点整理でも「地域」という言葉が出

てまいりましたが、一定の地域を対象に実施をする農地とか水利施設とか共同利用

施設等の整備、これは担い手の受益割合というのが一定の採択要件になるものの、

担い手のみならずその対象地域のそれ以外の農家の方々にもメリットが発現をす

ると。 

 さらに下にまいりますと、地域が一体となって行う取り組み、具体的には例えば

中山間地域等直接支払といったようなものにつきましては、これは担い手とか担い

手以外とかということなく、地域全体に対する施策として講じられているというも

のであります。 

 ３ページでございますが、農政改革の全体の方向から考えた場合、どのように考

えるべきかということでございます。 

 切り口は３つございまして、１つはまず「食料」でございます。左上にございま

すが、食料につきましては、一定の規模の国内生産をいかに維持していくかと、ど

ういうふうにやっていくかということが課題でございます。右にいきまして「農業」

でございますが、その一定規模の国内生産を国内で生産をしていただくための担い

手をいかに育成をしていくかというのが農業の面での課題でございます。左下でご

ざいますが、「農村」でございますが、この担い手が現在現実にそこに住み、その

生産にいそしむと、また一方で農村というのがそこにございますが、多面的機能を

持っているわけでございまして、それをいかに十全に発揮させるかというのが農村

面から見た課題でございます。 



 ４ページでございます。ここからが地域振興政策と担い手政策ということで、ま

ず担い手政策からの考え方について私の方からご説明申し上げたいと思いますが、

これは４ページ目は何回かご紹介をいたしている紙でございますが、品目横断的政

策への移行のイメージでございます。 

 これはまず現在、左側でございますが、水田作、畑作につきまして、水田作でい

けば米につきましては稲得なり担い手経営安定対策、麦につきましては麦作経営安

定資金、大豆につきましては大豆交付金と、それぞれ、例えば麦につきましてはそ

ういう資金が出て、米については稲得とか担い手経営安定対策ということで、いわ

ゆるならしというか価格の変動を緩和する措置がとられているわけでございます

が、ポイントになりますのは、これはすべての農業者を対象にするという施策でご

ざいます。 

 一方、右でございますが、どういうふうに考えているかということは、まさに中

間論点整理がされましたように、担い手を明確化いたしまして、その担い手の方々

に品目別に講じられております施策を面積に応じて、また生産量とか品質に応じて

横断的に支払いをする、品目横断的に支援を申し上げると。また、経営全体を捉え

まして、経営全体の収入が変動する場合、それを緩和する措置としての変動緩和措

置というものをとるという考え方でございます。 

 この場合、次のページでございますが、どういう人を担い手としてまず考えてい

くのかということでございますが、これは所得とか労働力から見たのがこの５ペー

ジでございます。一番左が販売農家でございまして、全国 216 万戸ございます。ざ

っくり申し上げますと、農業所得が 111 万円と、全体の所得が 772 万円ですから 12

～13％を農業に依存していると。 

 これを子細に見ますると、主業農家、準主業農家、副業的農家と分かれておりま

すが、主業農家というのは 65歳未満で年間 60日以上農作業に従事をなさる方々で、

農業所得が過半を占めるという方々でございます。この方々が 43万とございます。

準主業というのは、労働力はあるんですけれども、65 歳未満で 60日以上働かれる

という方はおられるんですが、農業所得が農外所得を下回ると。副業的農家という

のはそれ以外の方々で、圧倒的に農外の所得に依存をなさっておられる方、また労



働力も 65 歳未満 60 日以上という方々はおられないという状況でございます。 

 こういう絵を見たときに、どういう方々というのを農業で今後も生計を立ててい

かれると、持続的に農業を営まれるという方かというふうに考えますと、やはり農

業にその所得を多く依存しております主業農家というような方々がまずは対象と

して考えるべきではないかということでございます。 

 次のページでありますが、そうした場合に全体販売農家が二百数十万戸あって、

そのうち例えば主業的農家を卖純に 40 万戸ぐらい程度でいったら、残りはどうな

るんだというご指摘が方々からございますが、これは小規模農家と書いてございま

すが、現実には主業農家以外、農村社会にはそのままでは担い手として認められが

たい農家が存在することも事実でございます。これらの方々についてどのように考

えているかということでございますが、小規模農家と書いてございますが、４種類

の分類で考えております。まず１つは「リタイヤ希望高齢農家」、それからもう一

つは「安定兼業農家」、これは農業の所得というのはあまり期待をしないで、他の

副業というもので実際に家計が成り立っているという方々、こういう方々につきま

しては、担い手の方々に対して農地を出していくと、農地の出し手として機能分担

をしていただけないかと。 

 次に、「不安定兼業農家」、これは家計費の一部を農業所得で賄っておられる方々、

こういう方々につきましては、特定農業団体なり農業生産法人ということで、集落

営農でございますが、そういう形態にご参加をいただくという道があるのではない

か。また、有機農業等、高付加価値農業ということで、非常に小規模でも大きな収

入を上げ得る経営というものに取り組んでいただいてはどうかと。 

 一番右の「ホビー的農業等志向」というのは、これは趣味的園芸とか市民農園と

かという形で機能を分担はできないかということでございます。 

 次に、７ページであります。そうしたときにどうなるんだというのが７ページで

ございます。 

 まず、申し上げましたように、農地を担い手に貸し付けるというパターンという

のをお示しを申し上げました。そういう方々は一体どういうような所得体系になる

のかということでございます。これらの方は当然農地をお貸しになりますので、地



代の収入が入ります。それから、例えばこれは米をイメージいたしておりますが、

米をつくらないということで、米をつくった場合には必要であろう、例えば稲得の

拠出金とか共済掛金、これは自動的に不要になります。そうすると、それと土地改

良の償還金につきましては、これは払わなければいけませんから、差し引きいたし

ますと大体 10 アール当たり２万 4,000 円ぐらいの所得が上げられるのではないか

と。 

 一方、下で見ますと、これは稲作所得でございますが、作付け規模が小規模な方々

の稲作所得は一体どうなっているかというと、極めて小規模な場合は 10 アール当

たり 1.6 万円、それからまた 0.5～1.0 だと 2.4 万円という状況になっております。 

 それから、「担い手」たる集落営農に参加をする方々は一体どうなるのかと、こ

れは規模がどういうふうになるかということがありますので、あえて数字は入れて

おりませんが、当然集落営農に参加をいたしますので、集落営農の果実を配当とし

て収入をするという部分と出役賃金ということで、いろいろな作業に従事をなさっ

た場合、１時間当たりいくらと、１日当たりいくらというような形での賃金という

のが所得されますし、それから参加しております集落営農自体が経営安定対策の対

象になるというような形になると。 

 一番右にありますのが高付加価値型農業、小規模でも極めて高技術なり特殊な栽

培等々を行うことによりまして、これは現実にあるわけでございますが、有機米の

価格、これは新潟県でマガモという鴨を使って無農薬で栽培をしている農家がイン

ターネットに載せておりますその価格でございますが、60キログラム当たりで約６

万円と、通常の自主流通米価格であれば 60 キロが１万 6,000 円でございます。相

当高い価格で米をそういう特殊な栽培方法をアピールをして商売をなさっておら

れるというような場合もあるということでございます。 

 そのようにした場合に８ページでございますが、左右に書いてございます。今、

集落全員がそれぞれ営農していると、それぞれの方々がそれぞれ自分の耕作地をお

持ちになって、それぞれ耕作をしていると。共同作業ということで、例えば水管理

をしたり泥上げをしたり草管理と。それから、共同の取り組みといたしまして、生

産調整をするなり、品種を統一することによるブランド化等々を行っているわけで



す。 

 一方、担い手に集積をすると、真ん中に農家の方があって、後ろの方にサラリー

マンの方が出勤風景になっておりますが、こういうふうになりますと、従来行って

きました左側にあります共同作業なり共同の取り組みは一体どこに行くんだとい

うのが前回の議論の眼目ではないかというふうに思いますが、それにつきましては

９ページ以降いくつかの事例を掲げてございます。 

 いくつかの事例が続きますが、まず一番最初の９ページは秋田県の大館市の農事

組合法人でございます。これは都市近郊地域でございまして、担い手が不足してい

る地域でございます。これは集落ぐるみで特定農業法人を設立いたしまして、左側

の下の役割分担というところを見ていただきますと、管理作業、例えば畦とか水管

理というのをこれは全員の方々でおやりになっておられます。 

 10 ページでございますが、これも事例でございますが、富山県大山町というとこ

ろでございます。場所的には中山間地域に属する地域でございます。もともとは共

同作業組織だったようでございます。それが特定農業団体へ発展をしておるという

ことでございますが、この左側の下の役割分担を見ていただきますと、ここも管理

作業は畦とか水管理等、これも全員でおやりをいただいております。 

 11 ページでございますが、これは同じ富山県でありますが、单砺市の農事組合法

人サカタニ農産というところでございます。これは前の２つに比べますと、まず非

常に規模が大きい状況になっております。農地の貸付農家でございますが、出し手

の農家が約 200 戸でございます。全体で約 120 ヘクタールの農地をこれらの方々か

ら借り受けております。それから、農作業も受託をなさっておられます。実際に水

稲とか麦とか大豆とか、それから一部加工に参加をされまして、のし餅とか味噌を

つくっておられるわけでございます。 

 この右側の方で見ていただきますと、農地の貸付農家のところを赤く書いてござ

います。畦畔の除草作業はサカタニ農産からこの農地の貸付農家に対しまして委託

をなさっておられます。 

 また、一番下の四角を見ていただきますと、約 20 ヘクタール分の水管理を近隣

の兼業農家の方々に委託をしているわけでございます。別にサカタニ農産がすべて



をやるということではなくて、農地の貸し手の方々なり近隣の兼業農家の方々にそ

れはそこのところはプロでございますから、そういう水管理とか、そういうものに

つきまして管理をお願いをするということで、そういう形での機能分担をなさって

おられる例でございます。 

 事例の最後でございますが、これは山形県Ｋ町Ｏ氏とございますが、これはまさ

に個人でございます。これは地区の農地面積の約半分、30 ヘクタールを利用集積を

なさっておられる個人の経営でございますが、ここも出し手農家のところに赤でく

くってございますが、大豆 11 ヘクタール分の畦畔の草取りのみ出し手農家に委託

をいたしておられます。要は作業の中で、当然畦畔の草取りというのも重要な作業

なわけでございますが、その一部につきまして、出し手農家の方に逆に委託をして

作業をお願いをしておるという形での機能分担ということをやっておられるわけ

でございます。もちろんこれらのものはいくつかの事例に過ぎないわけでございま

すが、一方でこのような取り組みというのが全国各地で行われつつあるというふう

に認識をしております。 

 それで、13 ページでございますが、こうした動きをさらに加速させるべく、我々

といたしまして考えておりますのは、現在関係権利者の３分の２以上が参加をいた

しまして、その地区の農地を誰にどういうふうに集積をしていくか、どういうふう

に利用していくかということで、農用地利用規程という制度がございます。見にく

くて恐縮なんですが、農用地利用規程の策定の下に農用地の利用に関する基本的方

針というのは、これは黄色で書いてございます。これは現在ある制度でございます。

ピンクになっている部分というのがこれから制度を改正をいたしまして、こういう

集落営農とか、そういうものを加速するために制度改正をしようと思っているもの

でございますが、具体的には利用権の設定等を受けるべき担い手の明確化、それか

ら担い手以外の関係者の役割分担、今まで申し上げてきましたような水管理とか草

刈りというのを誰にどういうふうにやってもらうかと、集落全体でその集落をマネ

ジメントしていこうというような動きを加速させていただければというふうに思

っております。 

 また、右の方でございますが、これはもっと法人化を意図したものでございまし



て、特定農業法人とか特定農業団体、この頃各地で設立が加速をされておりますが、

今黄色になっておりますのは、特定農業法人とか特定農業団体の名称とか住所とか

農地の集積目標というのが特定農用地利用規程の中に書き込まれるようになって

おりますが、新たにピンクで特定農業法人自体の設立とか、増資計画というような

ものも農用地利用規程の中に入れて目標を立てていただいて積極的に取り組んで

いただくというようなことがやりやすいような制度改正を考えておるというよう

な状況でございます。 

 私の方からは以上です。 

○川村農村振興局長  それでは、14ページ以降、農村振興局の方から地域振興政

策の考え方ということで整理をしましたので、ご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、14 ページでございますが、タイトルの下に四角で○が２つ並んでございま

す。基本的な考え方として、「国民が求める食料の安定供給、多面的機能の発揮の

基盤となる農村を国民の共有財産として振興」していくという基本的な視点がござ

います。この場合、前回説明したように、地域の個性なり多様性を重視する、また

地域資源と人材をキーワードにしていくということは、前回述べたとおりでござい

ます。 

 次の○でございますが、「生産構造・農村構造の変化に即して、非農家を含めた

地域全体が主体となり、都市住民・ＮＰＯ等と連携・協働する活動を促進」という

ことで、まさに最初の生産構造、これは今経営局の方から説明がございましたよう

な担い手への集中とか、いろいろな階層分化があるわけでございますが、そういう

ものを今後当然これは地域によって程度の差があるわけですが、それを前提にする

ということでございますし、農村構造、これも前回説明したように、混住化等が起

こるわけでございますが、そういうものを踏まえて、その基盤となる農村をどう振

興し、維持していくかというところを視点としているわけでございます。 

 その下に、これはちょっとおさらい的になりますが、前回説明した真ん中に７つ

の柱がございます。この根底にありますのは、農村といえども人がいないといけな



いということで、「就業機会の確保」、生活する場としてのそういう収入の道とい

うものをつくらなくちゃいけないというのが一つありますし、また真ん中にもござ

いますように、これは「農村に居住」と居住としか書いてございませんが、訪れる

人、一時滞在、それから半定住も含めてですけれども、魅力あるものにしていくと

いうことで、農村自体の魅力を向上していくということも必要です。 

 それから、またその基盤となっている農地・農業用水、ここがまさに基盤となっ

て農村の振興を図られるわけですので、そこをいかに守っていくかというものの中

で、今申し上げました７つの柱というものを組み立てたところでございます。 

 15 ページをお開きいただきたいと思います。これはちょっとわかりづらい図で申

し訳ありませんが、上の方に農業との関わりで、そこに住む方々がどういう方々か

というので分類をしております。左から「担い手農家」、「担い手以外の農家」、

「土地持ち非農家」、「非農家・ＮＰＯ」と書いてありますけれども、この「非農

家」というのは農業の関わりで来ていますから、これはまさに一般の住民の方々と

いうことで、ここの部分がかなりウエートを持ってくると、それから卖に農村の住

民だけではなくて、「都市住民」というものも今後は大きな関わりを持ってくるだ

ろうということで並べてございます。 

 その下に、さまざまな活動事例、活動ということが産業も含めてあるわけですが、

今申し上げましたようないわば登場人物がそれぞれの役割分担ということで農村

の振興を図っていくということだと思います。ただ、これは同じことについてもい

ろいろな局面があると思います。 

 例えば、この長い四角で交流産業というグリーンツーリズム関係を書いてござい

ますけれども、これについてはまさに担い手農家とか担い手以外の農家、こういっ

たところで農業生産活動の一環としてやる場合もありますし、また全く農業がかな

り希薄なところで右側にいって関連産業というところで担う人もあるわけでござ

います。下の２つ目の農地・農業用水の保全管理にしても、農家自体がみずからの

農業生産活動を通じた保全管理ということも当然これは引き続き必要でございま

すが、一方でそれだけではカバーし切れない部分が今出ているわけでございますの

で、それを地域住民やＮＰＯが参加した地域共同活動として維持していかなくちゃ



いけないという、こういうこれはまさに複雑に多次元的に重なり合うものだと思い

ますけれども、これはちょっと模式的にイメージとして整理してございますことを

ご理解いただきたいと思います。 

 そして、16 ページにいかせていただきます。 

 16 ページで、前回の中でも農地・農業用水の資源の保全施策が必ずしも明らかで

ないということのご指摘がございました。これにつきましては、前半戦で本企画部

会で大分ご議論いただいて、一応の整理がなされておりまして、それを再度整理を

してございます。左側に「資源の特質」がございますが、先ほど言いましたように

○の最初は食料生産と多面的機能の発揮の基盤となっているという意味での社会

の共通資本という認識、それからこれまでに相当の整備が進展ということで、現在

再建築しようとしますと 25 兆円かかるということで、そういう水利施設だけでも

それだけの膨大なストックがございます。延長にしますと 40万キロということで、

これがまさに日本列島の動脈、静脈として日本の国土を潤しているということで、

健全な国土経営がなされているという面がございます。これも３つ目の○でござい

ますとおり、一旦失われると非常に時間とロスがあるということでございます。 

 一方、右側に移りまして、現状と課題のところ、前回も申し上げましたように、

過疎化・高齢化・混住化ということで集落機能が低下をしております。それから、

いろいろな多面的機能を果たしておりまして、それは農家だけではなくて地域住民、

広くは国民全体に及ぶ受益がございますけれども、その負担というのを今現在は主

として農家によって担われているという、そういうアンバランスがございます。一

方、多面的機能につきましても、自然環境、景観、こういうものに対して国民のニ

ーズ、あるいは期待というのは高まっているんですけれども、こういうものに応え

にくくなっていると、今後が懸念される、こういう状況があるわけでございます。 

 そういう状況の中でどうするのかというのが 17 ページで、これまでに整理をし

ていただいたところでございますけれども、中間整理の考え方ですけれども、左側

のこういった事態を踏まえて施策を再構築しなくちゃいけないわけですね。一番上

にございますとおり、これまで膨大な施設をつくっておりますが、今後は新設とい

うよりも更新とか保全管理に重点を置いてやっていくということで、更新や保全管



理にシフトした政策をまず取り組むというのが一つございます。 

 それから、こういう資源を守っていくという意味でもいろいろな手法があります。

それはその下にございますとおり、農地制度、あるいは農振制度等、いろいろな制

度がございます。そういうものを見直して強化していくというのが一つ、規制的な

手法でございます。それからまた全国各地いろいろな先進的な事例が芽生えており

ます。それをいかに全国的に発信をいたしまして、これを広めていくかということ

も一つの手法としてはあるかと思います。 

 それから、もう一つ３番目は「施設と体制の一体的整備」ということですが、基

盤整備をするときに非常に土地の集積も広がりますし、いろいろな組織づくりとい

うのも一挙に進むという可能性を秘めておりますので、そういうときにそれを機会

と捉えて、地域住民も含めた、維持管理も含めた体制を一挙につくり上げていくと

いうことも非常に手法としては有意義かなと思っております。ただ、そういった手

法をとりましても、これまでこういった農地とか農業用水というのは、過去の農家

等の共同活動によってまとめられていた部分が非常にあるわけです。そういう共同

活動が不可欠な部分というのが、資源の保全管理にはございます。 

 先ほど言いましたように、今度生産構造が変わってくる。先ほど生産構造の中で

担い手が委託するとか、あるいは集落営農の中で取り組む部分もあるんですが、そ

れではカバーし切れない部分というのは当然あるわけでして、そういったところを

どう施策としてもカバーしていくのかということが我々の問題意識でございまし

て、そこの部分について、担い手なり、あるいは集落営農でもカバーし切れない部

分について何らかの支援をしていかないと、全体としての農地なり農業用水が守れ

ないのではないかと、こういう問題意識でございまして、それをベースに右側でご

ざいますけれども、支援の手法として例を掲げてございます。 

 各地で今非常にいろいろな動きの芽生えがございます。本来の保全管理という意

味でも、例えば混住化が進みますと、都市ごみが水路に入ったり、あるいは生活排

水が入ったりします。そういったものをうまく管理する、あるいは地域の防災とい

う意味で洪水の調節池とか防火用水、あるいは農業用水も生活用水も水辺空間とい

ったような非常にそういう幅広い管理がなされておりますし、一方これと併せてさ



らにそれに上乗せしてといいますか、生態系の保全をするとか、あるいは景観の維

持・形成をそれを契機に図っていく、あるいはもっと地下水の涵養とか、そういう

ものをやっていく、あるいは体験学習をその農地・農業用水を使ってやっていくと

いう、こういったいろいろな取り組みがございます。それをどういうふうにまた行

政的に支援していくのかということを考えますと、保全活動の中身をどういうもの

を対象にしたらいいのか、どういうミニマムスタンダードというのか、そういうも

のをつくるべきなのかとか、そういう観点で共同事業、この中身をよく精査しなく

ちゃいけないということで最初の○がございます。 

 それから、もう一つの○は、それを担う人が今までは農家とか地域の一部の方だ

ったわけですけれども、今行われているのはグランドワークの動きとか、いろいろ

なＮＰＯの方々も参加した動きがございますし、そういうものを考えますと、どう

いう実施主体が望ましいのか、これは地域の事情もいろいろあるでしょうが、そう

いう主体をどう考えるかというのも一つの視点としてございます。 

 それから、共同活動を安定して持続的に取り組むという意味では、その核となる

協定が必要なのではないかという問題意識があって、例えば協定を結ぶとしたらど

ういった形がいいのかといったようなことも検討しなくちゃいけませんし、また本

来生産活動でやるべき点もございますが、先ほど言いましたように生態系の保全と

か農村環境を広く保全していこうという動きもございます。そういうより効果の高

い保全活動、そういうものをいかに取り組んでもらうかと、そういうインセンティ

ブをやるためにはどうしたらいいかといったようなことも考えなくちゃいけない

ということで、大きくこの４つの論点といいますか、今後調査とか分析をする上で

必要な視点というものをここに入れてございます。 

 そして、平成 17年度からこういった実態調査をするとか、具体的にシミュレー

ションをするとか、そういうことで 18 ページにございますが、二本立ての予算で

要求をしていると、こういう現状でございます。これは担い手対策等と併せて実施

をしていきたいということで検討しているということをご報告させていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 



○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 本日は食料自給率、食の安全・安心の確保、食品産業と農業の連携の推進、それ

から担い手政策と地域振興政策の関係、この４つの点につきまして資料に基づきま

してご説明をいただいたわけでございます。特にテーマを分けることなくご議論い

ただければと思いますので、どなたからでもご質問、あるいはご意見があればお願

いいたします。 

 杉本委員、どうぞ。 

○杉本臨時委員  何回も同じような意見を申し上げるということになるのかも

しれませんが、お許しをいだたきたいと思いますのと、冒頭、部会長からもありま

したが、我が町のちょっとの紹介をさせていただいておりますので、お目通しをい

ただいて、ご指導いただければ幸いかと思っております。 

 それでは今ほどのご説明の中でもありましたように、これまでも何回も議論をさ

れてまいりましたが、要するに農業に対する産業政策と農村地域に対する地域振興

とは明確に区別をして、それぞれに振興しなさいということでありますけれども、

私が感じておりますのは、明確に区分をして施策を打っていこうと思いますと、農

村が安定している、農村が安定しているということは、私が言うと多尐おかしいの

かもしれませんが、中山間地域をはじめとした市町村がいかに安定しているかとい

うことにならないと、ここに記されていますような農業関係の政策も、あるいは農

村振興の施策も打てないというのが現実でございます。ここに整理をされて農村の

いろいろな資源や環境というものを守らなければいけない、あるいは農村地域の実

情からは、用水などを守るためには労働力、人間の数、いろいろなものが今危機的

な状況にあるんだという報告がなされています。 

 私は、農村の農業関係の施設だけではなく、山もきちんと保全をしなければなら

ないと。山も農も一体的に整備をするというか、村人達の連携でやらないと田畑に

も水が行かないということになると思います。そして、これだけ農村地域は、国民

にとっても、あるいは地球にとっても、いろいろなものが大切だという機運になっ

ていながら、聞き流れてくる話題といいますと、農山村は無駄に金を使っているの



ではないかとか、あるいは交付税というものは甘やかしではないかなどです。それ

に、大変補助事業というのは我々にとりましては、使い方によりものすごい効果を

発揮するものなのですが、そういったものを切り込んでいかれれば、前にも申し上

げましたけれども、こんな計画をいくら組んでも農村地域が安定しない限り農家の

皆さんも育成できないし、農村振興もできなくなります。 

 ここは農林水産省の皆さんは十分ご理解をいただいていると思いますけれども、

国民の皆様方にもよくご理解をいただいて、農村地域というか、農村振興は、危機

的な状況にあるんだ。あるいは今国の政策がこのまま進むことになりますと、かな

りの町村というのが消滅してしまう危機さえあるのだと理解していただきたい。こ

の計画は大変立派なものであり、私にも理解しやすい内容になっておりますけれど

も、このまま果たして現実にいくのかなということになると、大変心配する、憂慮

すべきような状態なので、きれいごとばかりでもなかなかうまくいかないなという

感想を申し上げて理解をいただきたいというふうに思っております。 

 それから、自給率の問題、ここの資料にはあまり具体的になっていませんでした

けれども、今、この審議会での検討の方向は、新たなステップアップをするという

形で進められておりますけれども、ここまで構造的なもの、あるいは農村、農家の

意識を転換させようということになりますと、自給率という一つの目標値というん

でしょうか、そういったものは私としては明確に提示すべきと考えます。また、こ

れは農林水産省だとか行政サイドが持つべき目標数値ではなくて、今回の中間論点

整理でもありましたけれども、国民みんなの目標値なんだという意識づけをするよ

うに進めなければならないのではないかと思っております。自給率というのか、食

料自給消費率というのか、国産国消の自給率というのか、そういった位置づけのも

のにして、そして農村あるいは農業がなくなって消えてしまったら大変だという認

識を国民に知らしめていくならば、国民総合の目標値というような何がしかのもの

は提示をして、みんなで力を合わせてその数字をクリアしていくんだという取り組

みをしない限り、いつまでたっても対立したような、あるいはすれ違うような農

業・農村政策というのではいけないのではないかというふうに感想を持っていると



いうことを申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、永石委員、どうぞ。 

○永石臨時委員  今、杉本委員から自給率の話がございましたけれども、私も自

給率、国が例えばカロリーベースで 45％、これは 27 年までに５年延ばしてやると

いう、これは漠としたイメージなんですよね、我々から見ても。これは確かに上げ

るから一生懸命やっているという姿は見える。 

 例えば、食生活指針をつくりましたよね。文部科学省もやる、農水省も一緒にや

りますよと。これだってなかなか、これはアメリカも中国もつくっているというこ

とで日本もつくったということの経緯を聞いているんですけれども、ただそれがで

きたからどうだ、ぱっと変わったかというとなかなか変わらない。自給率も同じこ

とだろうということを感じております。 

 したがって、今、杉本委員が国民全員がそれを持てば一番いいことなんですが、

まず基本は食料自給率を国全体と同時に県、あるいは市町村、地域、こういうふう

に目標を見せて、我が町はどうだろう、我が地域はどうだろうという、そういう点

検の仕方というか、生産サイドのそういう視点から見る必要があるのではないかな

と感じています。そうすることによって、逆に言うとおれのところはいろいろつく

っているけれども、まだこんなのは足りないよなとかが出てくる。そして、さらに

は私の資料も出ておりましたけれども、自分のところでつくる豆も例えばそういう

ものについても、卖なる今の交付金とか豆経営安定対策を受けなくとも自分のとこ

ろで付加価値をつけることによって何とかやっていける、こういう産業を育成して

くる。スローフードとかもいろいろ言っていますけれども、そういう形で地域全体

が変わっていくことで日本型食生活指針に沿った好ましい食生活に変わっていく、

こういうスタイルのつくり方というのは地域から考えていく必要があるんじゃな

いかなと感じています。 

 そのためには、特にＪＡの役割があるかなというふうに感じているんですよ。確



かに、今米の自由化の中で頑張っている農協もうちの県みたいに集荷率が悪くなっ

ている県もありますけれども、ＪＡもそういうところにもう尐し視点を置いて、地

域で頑張っている形の農家をどうＪＡとともにやっていく、ＪＡは生産させた産地

の物をちゃんと売るというだけじゃなくて、そういう面の関わり方というのを必要

じゃないかというふうに感じています。とにかく自給率は国の役割だというだけで

は絶対物事は進みませんので、自らの課題という形に理解していっていただいて進

める必要があるんじゃないかなということで、今回そういうために現地の事例を出

している、これは女性の方が多いんですけれども、大豆を味噌にしたり、豆腐にし

たり、あるいはそばを打って商売をすると、大体 60 キロは原料としてはこのくら

いの価格だけれども、製品までいくとここまで上がるよという事例を出しておりま

す。こういうことを地域で一つ一つ取り組むことも自給率と同時に食生活指針の改

善になるんじゃないかなというふうに思っております。こういう例は全国にかなり

あると思うんですよね。こういう視点が農村政策としても必要だと思いますので、

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、長谷川委員、どうぞ。 

○長谷川委員  食料自給率のお話が出ましたので、引き続き意見を述べさせてい

ただきたいと思います。 

 方向性としては全く異議はございませんし、数値のところはちょっと置いておき

まして、永石さんがおっしゃいましたように、地域の自給率を考えることも非常に

重要だというふうに思っています。ただ、先日も地産地消の話を神奈川でやりまし

たときに、そんなことを言っても神奈川は３％じゃないと言われちゃいまして、確

かにそうだなというふうに思いました。 

 そこで、前にも申し上げているんですけれども、消費モデルをどういうふうにつ

くるのかというのが非常に大事だというふうに私は思っておりまして、自給率を高

めていく中でこれからの世代がどういう消費モデルをつくっていくのかというこ



とをきちんとイメージして、それにどういう変化を与えていくのかということを考

えていかないと、とても消費サイドでの自給率の問題は深まっていかないだろうと

いうふうに思っています。 

 今のところで総論はオーケーなんですけれども各論は見えてこない。具体的に言

うと、自給率をアップするためのサクセスストーリーが全然見えないんですね。そ

こで、例えば需要の動向、これから子育てをする若い人達がどんなものを欲してい

くのかとか、それから今後尐子高齢化になると、当然のこと消費カロリーは減って

いくのであろうとか、それから女性の社会進出が進んでいくわけですから、食の外

部化、中食化というのをどういうふうに見ていくのかとか、そういったことも踏ま

えた消費モデルをつくって、具体的にそこにターゲットを絞って施策を打っていく

ということをしないと、消費サイドの変化は起こらないだろうというふうに私は思

っております。 

 それで、その中でできる限り具体的に数値化していくということをしないと、そ

してそのことに対して評価をして、それをＰＤＣＡで回していくというふうにしな

いと、どうしてもサクセスストーリーが見えないので、消費モデルをつくるという

ことをぜひお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、大木委員、どうぞ。 

○大木委員  私も自給率の関係なんですけれども、国産のものを推進していくと、

これは非常に大事なことだと思いますけれども、原産地の表示、これを見まして国

産のものを買う努力というものを消費者はしている人が多いはずなんです。ですけ

れども、家庭内で消費するというものは、いくら心がけていても、やはりそれは限

りがあるし、それから消費者が多く利用するのは、今は外食に向いていますので、

ファミリーレストランなどを多く利用している人が多いわけですね。ですから、そ

このところにもう尐し焦点を当てるというか、消費者が多く利用するファミリーレ



ストラン、ここでも食材をできるだけ国産のものを使おうという努力、この努力を

してほしいと思っているんです。ですが、ここで努力をしてほしいと思っています

が、そのときに一定の例えば規模のレストランとかチェーンでしているレストラン、

これには国産のものを使っていますよという表示、こういう義務をつけるというこ

とが難しいかもしれませんけれども、こういうことをすると消費者も、ここも国産

を使っているんだな、こうなってきて、自給率の向上というものにつながってくる

と思います。難しいと思うことをやらなければ自給率の向上にはならないと思うん

ですね。もちろん生産者も安定的に供給するためには、それに応えるような、これ

も努力です。努力をしなければいけないと思いますが、さらに国は新技術、こうい

うものの開発をして、お互いが尐しずつ歩み寄る、これが自給率をこれから高めて

いくものになるのではないかというふうに私は思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、村田委員、横川委員までご発言いただきまして、そこで役所から尐し

お話をいただいて、その後何人かの方からご発言いただきます。 

○村田専門委員  食料自給率なんですけれども、数字のマジックというものに惑

わされてはいけないと思うんですね。我々議論するときに、カロリーベースの 40％

という自給率を念頭に置くわけなんですけれども、これは食料供給のカロリーが１

人当たり 2,600kcal で、それに国産が 1,050kcal ですか、４割しかないという数字

なんですね。これは以前に言ったと思うんですけれども、今の生活、私達の飽食の

食生活を前提とした飽食の自給率といわば言うべきものであって、この 40 という

数字が高いの低いのということにとらわれてしまうと間違ってしまう可能性もあ

るんじゃないかと思うんです。 

 それで、私が以前、金額ベースの自給率というのを併せて頭に入れておくべきだ

と言ったのはそういうつもりなんですね。金額ベースですと 70％という数字がある

わけですね。日本農業の自給率、国産の供給力というのは、金額ベースの 70％にむ

しろ実力としては近いんだと思うんですね。前にも言いましたけれども、花だとか

野菜だとか、これはいずれもカロリーがありませんから、つくったってこれはカロ



リーベースの自給率の向上にならない、でも野菜というのは、これは絶対必要な食

料で、カロリーが上がらないなら野菜振興策は要らないかというと、そんなことは

全くないわけなんですね。 

 それから、カロリーベースの自給率でも、この間どこかの新聞に載っていたんで

すけれども、供給の 2,600kcal のかなりの部分は捨てられているわけですね。

700kcal から 800kcal ぐらい捨てられちゃっているんですね。実際に日本人が口に

入れているのは 1,900kcal ぐらいなんですね。それに対して国産がどれだけ担って

いるかというとそれは 1,050kcal ですから、計算すると 55～56％になります。これ

は供給と需要という違ったもので比べるので、必ずしも厳密には正しいと思わない

んですけれども、でも 55％ぐらいというのはどうなんでしょう、台所感覚のカロリ

ー自給率としてはむしろ実感に近いのではないか。飽食の自給率の 40％より実感に

近いのかもしれないという感じがするんですね。事ほどさように、食料自給率とい

うのは数字だけがあって、上げること自身は悪くないんですけれども、その数字だ

けにとらわれると数字に振り回されてしまう危険があるんじゃないかと思います。 

 先ほど杉本委員と永石委員が大変いいことを言って、私も同感です。食料の安定

供給というのは国の防衛と同じように国の非常に重要な役割です。しかし自給率は

結果として上げていかなきゃいけないわけなので、その自給率の向上はもちろん政

府も一生懸命やらなくちゃいけないけれども、消費者である国民、食育というとこ

ろで説明もありましたけれども、我々食べる人達も食料自給率の向上を考えなくち

ゃいけない。それから農協や生産者も食料自給率の向上に大きな役割を果たさなけ

ればいけないわけですね。僕は政府の責任を軽くするつもりは全くなく、政府の責

任は大きいと思いますけれども、行政に責任を負わせておれ達は関係ないよという

ことの数字ではないんだということを先ほど杉本さんも永石さんもおっしゃった

と思うんですけれども、そういう観点から食料自給率の向上を考えるべきじゃない

かと思います。 

 それと、話は違うんですが、担い手政策と地域振興政策の関係について今日ご説

明がありました。タイミングがちょっと遅かったかなという感じをしないでもない

わけです。産業政策と地域政策をパッケージで示すというのは、当初からこの企画



部会で農水省から示されてはいたんですけれども、具体的な説明がなかったが故に、

担い手に支援策を集中するというときに、農協というか、山田さんのあたりから、

何だ、ほとんどの農家は外すのかと、いわば疎外感を与えるような形になってしま

いました。いたずらな不安を引き出してはいけないので、この産業政策と地域政策

は常にパッケージで示すという配慮が必要なのではないかと思います。今日のご説

明を聞いて、産業政策としては絞るけれども、農村地域全体としてはまた別の政策

できちんと手当てするんだということが示されたのではないかと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、横川委員、どうぞ。 

○横川専門委員  大木委員からファミリーレストランの話が出た件につきまし

ては、後で数字をお話しようと思います。 

 まず自給率の件ですが、私は現状を見ているとそうは上がらない、本当に 45％ま

で上がるのだろうかという気がします。逆に、数値の下落をどう防ぐかという状況

ではないのかと感じます。 

 その一つの状況が、この 10 年間の野菜の消費激減です。状況を見ますと、煮野

菜を食べなくなってきた。特に根菜です。その背景として私が思いますのは、１つ

は外食が拡大したけれども、そのメニューの中にないということです。また、主婦

の外出時間の増加と料理時間の減尐により、手のかかる料理をしなくなった。時間

がない、気力がない、技術がないと、なくなったことばかりあってつくれなくなっ

た。これが実は野菜の消費量が落ち込んだ大きな原因だと思います。 

 昨今の日本では、食料の年間総支出額 84 兆円の中の 32 兆円が外食と惣菜の売り

上げだと言われています。コンビニエンスストアとスーパーマーケットの惣菜売り

場の売り上げは別ですから、実際には、食料品の 40％以上が素材販売ではない時代

なのです。これから卖身世帯とか老人世帯が増えて、ますます加工食品などを買っ

て食べる機会が増えていく訳ですから、自給率がマーケットの変化にどう左右され

るか、どうやってマーケットに対応するかということをもっと考えないといけない

と思います。 



 別の観点では、補助金の使い方で自給率も変わると思います。今までの補助金の

使い方の結果が 40％ならば補助金の使い方を変えれば自給率も変わるのではない

かと思うのです。乱暴ですがもっとわかりやすく言うと、過去の実績に対してお金

を払うのではなくて、新しいマーケットの開拓や新商品の開発等、未来の道づくり

のためにお金を出す、そうすると、自給率に影響を与えたのか、売れるものを開発

できたのかという結果がはっきり出るのではないかと思うのです。 

 例えば、お米の消費量は落ちて、昔の半分になりました。この前も申し上げまし

たように、今の食事は、「ごはん・おかず・ごはん」ではなく「おかず・ごはん・

おかず」とおかずの間にごはんを口直しに食べているような時代なんですね。そう

すると、ごはんを売るのではなくて、加工したごはんを売るようにしていかないと

いけない。つまり、お米の売り方の変遷は、昔は玄米、それを精米するようになり、

炊いてパックにして売って、今は味つけして売るように変わってきたのですね。 

 白いごはんでは限界がありますが、加工したごはんはまだまだ消費が伸びていま

す。私どものファミリーレストランでは、年間 4,000 トンぐらい加工、加工米飯商

品が出ています。お米にすると 2,000 トンです。私がこの 30 年間ファミリーレス

トランをやってきて、一番伸びたのが実は味つけごはんなんです。そんな販売の実

態をもう尐し認識して、どの方向に進めていくのかについても取り組むことが必要

ではないかと思います。 

 それから、食の安全の問題については、私は今日のプランは全体によい提案だと

思いますが、是非、「基準の明確化」ということをつけ加えたい。例えば、ダイオ

キシンは「問題ない」と「危険だ」という説があります。以前、私が読んだ資料で

は、日本とドイツの基準は 10 倍違うというのがありましたが、１兆分の１グラム

（ピコグラム）といった非常に小さい卖位の話で、危険性の差がどの程度なのか、

まるで見当がつきません。ある食品のダイオキシン量とその危険性についてはっき

り情報として提示しないといけないんです。基準を明確にすること、平均数値では

なく個々の食品についての数値を明確にしていくことが大事です。国は正しい情報

開示をどこまでするのかを明らかにすることが必要です。魚の地域ごとの汚染量に

ついても情報をきちんと出し、消費者はそれを自分で判断して食べていくという時



代になるんだと思います。そういう意味で、食の安全問題では、数値を示して説明

できないと、消費者がどんどん不安に陥るのです。 

 ＨＡＣＣＰの件。30％程度が導入予定とのことですが、残りの 70％は導入予定が

ないとすればそのことが重要で、ＨＡＣＣＰで問題が解決するとは言えないわけで

す。そうすると、ＨＡＣＣＰを導入しない 70％の部分について国はどうしていくの

かが明記されていないのです。アメリカの例では、工場の中にＵＳＤＡの係官がい

て、添加物の使い方が規定に合っているかなど、工場の稼働状況を検査しているん

です。ところが日本の場合はそういう仕組みではないので、どこまで安全性が確保

できているのかが不明です。例えば、トレーサビリティというのは、皆が正しく記

録するということを前提として初めて成り立つわけですが、その裏づけをきちんと

やらないと本当の安全というものは確保できないし、消費者の食に対する信頼を得

ることはできないのではないかと思います。 

 それから、食品産業と農業の件で、ファミリーレストランの数字を申し上げます。

私どもの会社で調べましたら、食材の内訳は国内品が 59％、輸入品が 41％です。

６対４で国内が６です。日本の自給率と逆の数字が今ファミリーレストランの実態

です。これは１社ですから平均ではありませんが、ある牛丼屋の方も 60％が国内調

達とのことでしたから一つの数字であると思います。輸入品はどこが使っているの

か、私はメーカーの惣菜に多いと思います。また、加工食品の原料となり、その製

品がスーパーの惣菜売り場やコンビニエンスストアや外食に納められていること

もあるんです。ですから、どんな商品がどのくらい入ってきて、どこで加工して、

どう流通しているかということまできちんと見ないといけません。卖に、輸入品が

多いとか、ファミリーレストランや外食が良い悪いと言うのではなく、もう尐し正

しく現場を見て、数字と共に情報を出すということを、社会全体で考えていかない

と、言葉やイメージだけの情報がテレビで流れ新聞に出て、消費者は断片的な情報

の中で右往左往するということになってしまうのではないかと思います。 

 そこで、もう一つ考えないといけないのは、食品の流通システムをどうしていく

のかということです。そのことの方向をはっきりさせてから、トレーサビリティや

情報システムを加えていくといった筋の通ったやり方を考えないと、いろいろ細か



なことテーマが出てくるのに、本当にこれで良くなるのかとかえって不信を招いて

しまいます。もっと深く、根幹を追求して、物事を一つ一つ解決していくことが必

要だと思います。 

 最後に、飼料等の抗生物質については、この前ご質問した 29の抗生物質ですか、

４つについては危険性があり使用中止になったということで非常に対応が早かっ

たと思います。ただ、年間使用の絶対量が 1,000 トンを超えており、人の医療に使

う分の二倍はあるわけですから、この絶対量の規制も今後の国の指導が必要かと思

います。一つ一つきちっとやっていくということが非常に大切です。 

 ちょっと長くなりました。すみません。以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、このあたりで役所の方から何かご発言があればお願いいたしたいと思

います。 

○山田総合食料局次長  自給率に関係して相当ご意見がございましたので、お答

えいたします。 

 杉本委員から、自給率目標を明確に示すべきだと、特に国民みんなの目標とする

ようにというお話がありましたし、あるいは永石委員からも県、市町村、あるいは

地域まで自給率を目標としていくような活動が必要ではないかというお話があり

ました。まさに今の基本法の考え方もそうですし、今の自給率の示し方もそうなん

ですけれども、国、地方公共団体の責務も規定しておりますが、併せて食品関係の

事業者、あるいは農業者、それから消費者の役割というようなことも含めて、国民

全体で自給率を達成していこうという考え方がもちろん法律自体もそうなってお

ります。そういった取り組みを進めていくように、新たな基本計画をつくった際に

はもっと進めていく必要があると考えております。 

 特に永石委員からお話がありました県別なり市町村別の自給率なんですけれど

も、これについては既に県別については計算をして公表もしているところなんです。

それから、市町村別には全部できてはいないんですが、市町村ごとにこういうデー

タを入れれば自分の市町村の自給率は計算できますよという方法をお示しして実



施できるようにはなっております。新しい基本計画をつくった際に、そういったも

のをさらに地域までおろせるかどうかという話もあるんですけれども、そういった

ものをもっと活用していくなり、今申し上げましたように、国民全体の取り組みと

して展開できるような手法もよくまた検討していく必要があるというふうに考え

ております。 

 それから、長谷川委員からの消費モデルをきっちりつくっていく、それから需給、

需要の動向、あるいは尐子高齢化といったようなことを踏まえて、どうやったらう

まくいくのかというようなことを示していく必要があるのではないかというお話

でございました。食生活指針をつくってそれを推進していくというようなこともや

っておりますが、それは今のところ十分理解されないと、皆さんのご意見にもあり

ました。今度フードガイドという形でもう尐しわかりやすいものでお示しできない

かということも検討しております。それから自給率目標では「望ましい消費の姿」

というのを提示しますので、そのときに例えば今お話がありました尐子高齢化も踏

まえたような形でお示しをするようなことも考えていかなくちゃいけないと思い

ます。長谷川委員がおっしゃったようなわかりやすい消費モデルというものがどう

いう形なのか、またいろいろお知恵もお借りしながら検討していきたいというふう

に思っております。 

 それから、大木委員の方から、ファミリーレストランなどで国産の食材を使うよ

うな義務づけないしそういった運動なり、相当強力にやっていかないとなかなか進

んでいかないんじゃないかというお話がございました。これも今フードガイドなど

をお示しするということも考えております。なかなかその義務づけまでできるかど

うかはあるんですけれども、流通なり外食なりフードチェーンの中で国産農産物か

どうか、あるいは「望ましい食生活」かどうかとかということをはっきりさせてい

く必要がますますあると思っております。これもまたいろいろお知恵をお借りしな

がら、実効性のあるものを考えていきたいと考えております。 

 それから、村田委員から、カロリーベースの自給率にあまりこだわるのはどうか、

金額ベースもあるし、摂取カロリーをベースに考えるなどいろいろな考え方がある

というお話がございました。 



 カロリーベースの自給率が非常に注目されて、よく議論されているんですけれど

も、自給率の示し方はそれぞれ長所と難点があるものでして、一つの自給率の示し

方がすべての面ですぐれているというものでは必ずしもないんじゃないかと思っ

ております。ご指摘がありましたように、カロリーベースの自給率ですとカロリー

の低い野菜等が適正に評価されないですとか、あるいは輸入飼料に頼っている畜産

物がどうも実感と合わないような数字になるということもあります。 

 一方、金額ベースも参考でお示ししておりますけれども、これについても為替レ

ートの問題ですとか、あるいはコスト、価格に非常に影響されるということで、こ

れも必ずしもこれだけがいいというわけではありませんが、生産者サイドから見る

と一つの指標として考えられるものであるということでおっしゃるお話もよくわ

かります。 

 また、正確ではないかもしれないけれども、摂取カロリーベースという考え方も

あるというお話もありましたが、それも廃棄なり食べ残しをなくしていくというこ

とを政策目標なり方向として考えておりますので、そういったことも一つの考え方

としてはあるのではないかと考えております。 

 数字を上げることがすべてではないということなんですが、自給率目標の数字は

法律にも定める旨書いてありますし、基本計画の基本的考え方にも書いてあります

けれども、一つの指標と考えておりまして、消費面、生産面の課題が解決された場

合、達成可能なものということでございます。横川さんから 45％本当にできるのか

とか、維持するのがせいぜいじゃないかというお話がありましたが、今申し上げま

したように、自給率の目標は先ほどご説明をしましたけれども、消費面、生産面で

の課題が解決されたとしたら実現可能なものということで、政府、あるいは消費者、

生産者、流通の関係の方々、外食の関係の方々、いろいろな方々が解決すべき課題

を解決していったときの姿としてこういうものが考えられますよということです。

そういう意味で今のパーセントがあるというふうにご理解をいただいたらいいと

思うので、そういう意味で最初の話につながりますけれども、国民全体の運動とし

て対応していく必要があるというのがまさにおっしゃったとおりではないかとい

うことでございます。 



 それから、横川委員からマーケットへの対応が大事だというお話がありました。

まさに消費者のみならず、加工、外食、実需者への対応というのは非常に重要であ

るというふうに思っております。先ほど長谷川委員からもお話がありましたけれど

も、外部化が進んでいきますと直接消費者のみならず、加工、流通、外食といった

ところへの対応が必要になりますし、そういったことが対応できるようなまた生産

サイドの取り組みも非常に重要だという認識をいたしております。 

 とりあえず自給率の関係は以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、川村局長、お願いします。 

○川村農村振興局長  杉本委員と永石委員から、農村振興の考え方についてご言

及がありましたので、ちょっと簡卖な答えといいますか、部分的な回答にしかなり

ませんけれども、我々の考え方を改めて申し上げます。農村振興のまさに主役とい

うのは地域の住民の方であって、農業者を含めた地域の住民、それから最近は都市

部とかＮＰＯとか、そういうものがまず核になる必要があるだろうと思っています。

それはまさにそこが元気になることが地域の農村振興に大きな力になると思って

います。 

 行政の方もできるだけ現場に近い、国・県よりも市町村と、こういうふうに考え

ております。そういう場合に、国の役割なり地方の役割、今回三位一体もあって大

分そういう観点からも考えさせられる機会になりましたけれども、農水省は前回も

説明したように、地域の裁量、自主性、創意工夫が生かせるような補助金改革とい

うものをやるということにしております。これを活用して、地域がまさに主体的に

自主的にやっていただくということが不可欠だと思っております。 

 そして、また国民的な理解ということも非常に重要なことで、特に私ども今回農

地なり農業用水の資源保全の施策と、こういったものを新たに打ち出そうとしてい

ますけれども、それはまさに国民的理解があって初めて実現する話でありますので、

そういったものが必要だろうなというのは切に感じております。 

 それから、いろいろな地域おこしの中で、先ほど永石委員の方から地域特産とい



いますか、そういうものを使った地域おこしということをうたったと思うんですが、

こういった取り組みは非常に各地で行われておりまして、前回もちょっと資料の中

に挙げましたけれども、まさに地域が「立ち上がる農山漁村」というタイトルで選

びましたけれども、食とか、あるいは共生・対流でありますとかバイオマスであり

ますとか、あるいは輸出とか、そういうテーマで地域おこしをされております。こ

ういう優良事例をできるだけ我々としては各地に発信をしまして、真似ということ

ではなくて、そういうことを刺激にそれぞれの地域でいろいろな取り組みをしても

らうということも非常に重要ではないかと思っています。 

 また、１つの例を言えば、食材の問題にしても卖に農産物を加工するだけではな

くて、それを核にしていろいろな食品産業と連携をしたり、あるいはそこから出て

くる残渣をバイオマスに利用したりとかという取り組みも行われていますから、い

わばそういった農業なり農産物を核にした産業クラスター的な取り組みというも

のも我々コミュニティビジネスという言い方もしましたけれども、地域ぐるみで取

り組むようなビジネスというものも起こしていく必要があるのかなということで、

前回紹介させていただいたということでございます。 

 それから、村田委員から言われましたセットでパッケージでということは当然だ

ということで、こちらも併せて検討を進めていきたいと思っております。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、まず中村委員、それから立花委員にお願いいたします。 

○中村委員  最近消費者の方といろいろな機会で会っていますと、中国の食料事

情等から見て、食料危機が来るのではないかという問題提起があります。したがっ

て、食料自給率の話は生命に関わるカロリーの問題と、それから通常我々が食して

いる豊かな生活に対する生産、供給と消費の問題とを分けてきちっと考える必要が

あるのかなという気が最近強くしております。今先進国でもカロリーベースでの自

給率を上げてきていますし、特に日本の場合は米の問題とえさの問題が重要な話に

なると思いますので、カロリーをつくる農産物は 45％と言わずに高い目標を掲げて

おくべきではないかと思います。 



 例えば、これは悪い例えかもしれませんけれども、同じ国民の生命に関わる防衛

問題でみると、戦闘機や軍艦や戦車だって、ある一定のときが来ればちゃんとスク

ラップで鉄くずで売るだけの用意がしてあるわけでありますから、食料もそういう

視点で捉えておかなければいけないということを国民共通の理解とするべきでは

なかろうかなというふうに最近強く思っております。 

 それから、これは昨日もそんな話があったのですが、今いろいろ自給率について

市町村、あるいは県も策定しております。これは国民的に理解してもらうという点

で結構なことだと思うのですが、この間の、国と地方の関係の三位一体論でもなか

なか総体的な関係や方針がはっきりしないうちに進行しておりますが、例えば食料

自給率も、農地の総量確保の問題と強く関わってくる問題であり、かつ三位一体論

とも関係する問題であります。地方に任せていくと、市町村は市町村で自分の自給

率を達成しろ、あるいは県は県で達成しろという話になるのかならないのか、多分

そういうことはないんだろうと思うのですが、もしそういう感覚があるとするなら

ば、ここでの議論ももっと違う視点でしなければならないだろうというふうに思い

ます。 

 それから、担い手のところは後であると思いますが、昨日宮崎県に行きまして、

都城市で米の新しいビジョンづくりで集落対応のできたばかりの生産法人を見て

まいりました。百八十何戸（３集落）の生産法人ですが、そこには既に認定農業者

も、兼業農家、労働力がなくて農地だけ提供する農家も入っています。非常にきれ

いな形で全員参加の法人をつくっておりますので、ここでは専業個別農家はそれと

して、また兼業農家も農地と労働力の双方か、いずれかを出して法人の中で立派な

農業者として地域の担い手になっています。そうなればいわゆる誰が焦点となるの

かとか、ならないとかの議論は不必要で、地域政策としても産業政策、経営政策と

しても非常にわかりやすくなっています。そういう事例も出ておりますが、ただそ

こまでいかない集団がどうしても途中あり得るので、そこが経営政策からも地域政

策からも置いていかれないように留意をお願いしたい。したがって安定的、合理的

な経営を「目指す」というところの目指す基準をかなり下げていかないと、現場で

は混乱が起こるということを前回申し上げましたが、昨日もつくづくそういうこと



を思いましたので、その辺は農政対策としてどの辺の目安に置くのか、将来育てて

いくということを含めてもう一回お願いをしておきたいと思います。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、立花委員、どうぞ。 

○立花専門委員  自給率の問題に関連して私も一、二、それとあと担い手政策の

問題に関連して一、二ちょっとわからない点もありますので、ご質問とコメントを

申し上げたいんですが、資料１に「食料自給率目標設定のための課題と対応方向」

ということで、一番最後の７ページの表をご覧いただくと、それぞれ米から始まっ

て牛に至るまで、それぞれ財政負担があるわけですが、ここには書いてありません

が、このほかにいわゆる消費者の目に見えない負担といいましょうか、例えば転作

奨励金ですとか、あるいは水際での国境障壁、関税等によるそういった措置がある

わけで、膨大なこういった支えがあるわけで、そういうことを考えますと、一方で

は大変な危機だと言いつつ、構造改革はほどほどにしてもらいたいとか、あるいは

担い手はできるだけ広く認めてもらいたいとか、自給率をアップしろとか、いろい

ろ矛盾を言ってもなかなかその辺は解けないんだろうと思うんですね。 

 私も、食料の自給なくして独立なしという言葉もありますけれども、なろうこと

ならば高水準のこういった食料自給が達成されることが望ましいと思いますが、そ

れがただほっといてできないんだとすれば、その背後にはかなり膨大な財政負担が

伴うんだとすれば、そこのところは一体どう考えていったらいいのか、自給率を

１％引き上げるためにどのぐらいの我々国民の税金が必要なのか、あるいは我々じ

ゃなくて我々の子供達にどのぐらい負担させた方がいいのか、その辺までよくにら

んで、この自給率の問題は考えていく必要があるのではないかなという点が一つで

ございます。ヨーロッパもそうですけれども、基本的にはきちっとした構造改革を

なし遂げて、その上に高度な自給率が達成されるんだろうというふうに私は考えて

おります。 

 それから、資料４でございますが、７ページのところで「水田農業における『担

い手』以外の農家」ということで、いろいろ農地をいかにして集約するかという、



こういったイメージを出していただいたのは、私は大変ありがたいと思って感謝申

し上げるわけですが、つまりよく言われるとおり、全国津々浦々の集落でほとんど

跡継ぎがいない集落が常態化しつつあるということが大変だというのであれば、ま

さにこういった現場レベルの危機感を共有しながら、現在だけじゃなくて５年先我

が集落は一体どうなっているのか、あるいは 10 年先我が集落の構成は一体どうな

っているのかということを今から現場レベルで農協の皆さんなり、あるいは農業関

係者の皆さんなり、まさにこういった兼業、高齢農家の彼らが生涯を全うできるよ

うにどうやって相談に乗ってあげて、土地を集約化していくかということで、これ

も既に現在やっておられるわけですが、後継者の問題と絡めて、この辺の取り組み

をぜひ拍車をかけていただきたいという点が当然のことでございますが、一つござ

います。 

 それから、一つこれは質問でございますが、施設整備のところが、この資料４の

16 ページのところで「農地・農業用水等の資源保全施策について」ということで、

私も基本的な問題意識はよくわかるわけですが、ただ産業セクターから見ると、農

業においても農業のイノベーションの高水準の大区画化された圃場をできるだけ

効率よく使いこなしていくと、水を引けば畑になるし、水を入れれば田んぼになる

と、そういった意味で非常に高水準の、工場にたとえれば最新鋭の能力を持った工

場設備をつくる必要があるんだと思うんですが、基本的な 17ページを拝見すると、

施設の新設から更新、あるいは保全管理に重点を移行ということで、これはこれで

大きな流れとしてはそれはそれで私もわからないわけじゃないんですが、もしそう

だとすると、例えば競争力の大きな源泉として圃場区画の大区画化というのが一つ

の大きな力として、ファクターとして左右するという話をよく現場の方から伺うわ

けですが、そうだとすれば競争力強化の観点から、圃場の大区画化等、あるいは圃

場のそういった整備等々は従来は土地改良投資ということでされてきたんですが、

なかなかそういったところに回る金がないんだとすれば、おそらく個々の農業者は

みずからの利益の中から農協なり、あるいは金融機関から金を借りて、こういった

耕地基盤整備をやるための投資ができるのかできないのか、その辺がちょっと私は

わからないものですから、もし農水省の方からその辺について何かお考えがあれば



お教えいただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、山田委員、それから増田委員、西山委員、秋岡委員、安土委員の順番

でお願いいたします。 

○山田臨時委員  それでは、私からまず最初永石さんからご意見があった部分で

ありまして、我々も自給率向上に向けまして生産面での責任の一端を担っていると

いうことは当然自覚しているわけであります。その意味で担い手づくりや地域の農

業振興、ニーズに合った販売強化、そういう部分に全力を挙げているつもりであり

ますし、今後ともそれを強化するということであります。その点については後ほど

また申し上げます。 

 なお、その一環としていつかも申し上げたつもりでありますが、もう一度ご理解

を願っておきたいというふうに思うことがあります。要はＪＡの取り組みの一環と

しまして、国の助成なしで全国 1,000 のＪＡが１万 6,000 人の営農指導員を抱えて

おるわけでありまして、これに相当の経費負担、1,400～1,500 億円の負担をＪＡみ

ずからやっているということだけは申し上げておきたいというふうに思います。問

題はどう仕事をしてもらうか、より効果的な対応をしてもらうかということは課題

として残っているところであります。国といいますか、国・県の協同普及事業が予

算をどんどん減らして、要員も減らしていくという中において、ＪＡがそういう取

り組みをやっているということについてだけは評価していただきたいというふう

に思っています。 

 その上で３点ほど質問しておきたいんですが、それぞれ言いますとＪＡは自分の

ことだろうと言われるわけでありまして、なかなか大変質問しづらいわけでありま

すけれども、１つは、資料１の２ページで右下の「対応」で「実現していくための

施策」について、なぜ作物対策がないのかという気がするわけです。その点は４ペ

ージにもそれがないわけでありまして、前回の会議で飼料作物、とりわけホールク

ロップサイレージの話とか耕畜連携の話とかバイオマス等について資料の説明が



あったわけでありますから、それらが自給率の取り組みのところには入ってないと

いうことが残念であります。 

 ５ページ以降にも、品目の課題について整理されておりますが、麦、大豆とも生

産振興の方向がどうしても出ていないわけであります。これでは意欲的な食料自給

率目標設定のための資料になっていないんじゃないかという気がするわけで、逆に

言いますとそういう方向へ今後転換するということなのかというふうにも言いた

くなっちゃいますので、その点はどうなのかなということであります。 

 ２つ目は、資料４についてでありますが、前回の企画部会において、これは先ほ

ど村田委員からもパッケージとしての政策が必要だというご意見が出まして、私も

基本的にはそれに賛成なわけですが、前回産業政策と地域政策との関係を明確にす

べきだということの中で、座長の指示でこの資料が出されたというふうに思ってい

るわけですが、この資料はどうしても産業政策が勝っていて、そして地域振興政策

の全体像が見えづらくなっているというふうに思っていますので、前回座長の指示

された意図がこの資料で答えているのかどうか、これは座長のご意見を聞いておき

たいというふうに思います。 

 ３つ目は同じく資料４の５ページでありまして、これは本当に質問でありますが、

農家所得の分析は誤解を与えないかという気がしていますので、お聞かせ願いたい

というふうに思います。もちろん担い手として育成すべき、言うなれば主業農家の

所得を高める必要性は論を待たないというふうに思いますけれども、一人当たり所

得をこういう形で比べておりますが、就業者の数が違うはずなんですね。それを入

れてないために、どうも見ますと副業的農家の所得が高いから、どうも対策は要ら

ないんじゃないかと、もちろん主業農家の対策は必要だということを前提にして申

し上げるんですけれども、副業農家の所得が高いぞというイメージだけを与える資

料になっていないのかということを大変心配しておりますので、その点お聞かせ願

いたいというふうに思います。 

 私からは以上です。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、増田委員、お願いします。 

○増田委員  資料３の２ページの食品産業と農業の双方に熟知したコーディネ

ーターの育成というところで、私が想像いたします範囲ともし追加のご説明がいた

だけるならと思いまして意見を述べさせていただきます。 

 食品産業と農業の連携を推進するためには、「周年調達を可能とするコーディネ

ーターの育成」というふうに説明のところにありまして、その中に仲卸の役割とい

うのが明確に見えてくるのが６ページなどに「各産地の生産者や品質等の事情に詳

しい納品業者（仲卸業者）」とあります。 

 私どもが見聞きしております範囲では、今市場というのがなかなか変化の激しい

時期でありまして、素人の乱暴な印象で申し上げますならば、多様なニーズに対応

するための小分け作業に追われていたり、品種を多く提供しなければならないとい

う仕事に追われていたりというふうに、仲卸の本来のありようが変わってきている

と思うんです。そんな中で、最初このコーディネーターが必要であるというところ

を読みまして、プロ野球のスカウトみたいなものかなと思ったんですが、実はスカ

ウト的役割をする食品産業と農業との橋渡し役というのがここに明確に見えてき

ているような気がします。 

 ここには実例をもとにしながら資料をおつくりでいらっしゃいますけれども、将

来的に育てていこうという意向がはっきりみえていて私はなるほど名案だなとい

うふうに思ったのでございます。 

 それから、もう一つは表示について尐し伺いたいんですが、表示は今非常に大き

な役割を担っていると実感しております。消費者が安全とか安心を担保するための

役割というのは非常に大きいと。さらには自給率というのを毎日の食生活の中で表

示を見ながら考えることが出来ます。この役割も大きいと思います。これはもう一

回申し上げますけれども、消費者教育、食育の手段として消費者に対して自給率志

向への働きかけの役割を担っているんだということをはっきりこれは私１人が実

感していることじゃなくて、実態にもつながっていると思います。消費者は原産地



表示を見て食品を選んでいます。 

 生鮮野菜などの表示がはっきりしてき始めましたのが取っかかりだったもので

すから、何やら偽装を摘発するための手段ではないかというふうに思われてしまっ

たところがあるんですが、実はもっと大きい役割、深い役割を担っていると思いま

す。その延長線上に今加工食品の表示が徐々に広がってきておりますけれども、加

工食品の表示というのをこれだけ食生活が多様化しておりまして、多くなる一方で

す。としますと、どこまで表示をやるのかというのは大変な作業だと思いますが、

やっていくべきではないかというふうに考えておりますが、行政のお立場としては

いかがお考えでいらっしゃいましょうか。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、西山委員、お願いいたします。 

○西山臨時委員  自給率問題と、産業政策と地域政策との区分の説明がございま

したけれども、これはちょっと私は北海道という立場でお話しをさせていただきた

いと思います。 

 というのは、カロリーベースで 192％の自給率を維持している北海道、人口的に

言えば約 1,000 万人近くのカロリーベースで言えば自給率を保持しております。北

海道としては、大都市の住民の方々に、先ほど長谷川委員の方から神奈川県はとい

うお話がございました。まさにそういう都市住民の方々に対して食料の供給という

ことで寄与しているわけでございます。 

 そこで、産業政策としての自給率の確保、つまり農業の生産地域に対する産業政

策としてのきちっとした対策、これが自給率の確保、向上に向けて極めて重要な施

策というふうに考えております。 

 というのは、今申し上げたように食料供給地域に対する、今回品目横断的な経営

安定対策としての施策が、例えばこれから議論になります、具体的な検討がされま

す水準、あるいは要件、あるいは対象者というものが充実された施策でなければ、

決して自給率向上へつながっていくということにはならない。というのは、私も何



度も申し上げているとおり、農業が産業として成り立つような、あるいは後継者が

安心して営農ができるような、そういう制度設計ということがされなければ、結果

として北海道の自給率というものの 192％というのは維持ができなくなる。 

 もう一つはこの政策が充実されなければ、地域の離農が起こる。つまりそのこと

は地域の崩壊、あるいは地域から農家の方がいなくなる。つまり地域が存立しなく

なると。つまり今議論になっている、分けて話をされていかなきゃならんという認

識もそれは確かにわかります。しかし、北海道のような地域の自給率が 192％、そ

してそのことが他の地域に対する食料供給をしている地域としては、それがすべて

リンクをしているというふうに、地域政策であるけれども、産業政策として充実し

なければ地域の崩壊につながる。そのことは食料自給率というものを維持し、ある

いは向上するという、そういう政策につながってくる。 

 私の言いたいことは、もう何回も言っているとおり、産業政策として農業が成り

立つような、そして担い手の方々が生き生きと営農を続ける、そういう制度設計を

していただきたい。決してこれからの経営安定対策の道筋がぶれることのないよう

に、所期の目的どおり進めていただきたいと、こういうこと、これは念のため意見

として申し上げたい。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、秋岡委員、お願いいたします。その次に安土委員ということでよろし

くお願いします。 

○秋岡専門委員  私が申し上げたいのは、やはり今回のレポートの中で日本の食

料問題とか農業問題というのは、農家の人だけではなくて国民全体、あるいは農業

じゃない人達もみんな関わっているんだということをもっと厳しく言った方がい

いのかなという気がするんですね。 

 農水省は去年からか、数年前から消費者にも軸足を置いてというふうになってい

ますけれども、消費者に甘いことだけ言うのではなくて、もっと厳しく言ってもい

いんじゃないかという気がちょっとするんです。例えば食の安全・安心の確保に関

する施策のところの１ページに生産者とか行政とか消費者の役割というのが書い



てありますけれども、ここで食の安全とか、こういうリスクコミュニケーションで

消費者がどうあるべきかとか、どういう役割があるのかというのは、ここに書いて

あるのは消費者だけ何かちょっと甘いかなという気がしなくもない。もうちょっと、

例えば費用の支払いというのも、安全の管理にはそれなりのコストがかかるのであ

って消費者は当然コストの応分負担というのは伴うものなのであるとか、あるいは

それだけリスク管理された商品が店頭に出回っていても、消費者自身がそういうも

のがいいものだと思ってきちんと選別する情報だとか考え方を持っていなければ、

日本の食の安全のシステムというのは結局長くはワークしていかないことになる

んだとか、例えばこの中における消費者の役割みたいなものは、もうちょっと厳し

く消費者が日本の農業とか食の安全とか、いろいろなところでどう関わってきて、

どういう責任があるかというのは、もうちょっときちんと言ってもいいんじゃない

のかなというのが感想です。 

 それの延長線なんですけれども、例えば「担い手政策と地域振興政策の関係につ

いて」という資料の 15ページのところも、いろいろな農家の分担が細かく書かれ

ているんですけれども、何となくこれを見ていると象徴的に、こういう農業とかが

これからどうなっていくんだというときは農家はやることがいっぱいあって、右側

にいきなり都市住民が、すごく言葉は悪いんですけれども、ちょっとお気楽極楽的

な関わり方みたいにすごくなっているんですけれども、これは正確には農家と都市

住民じゃなくて多分農家じゃない人という区分になると思うんですけれども、それ

は農家、あるいは農業というくくりがあって、農業以外の産業に携わっている人は

どういうふうな形で農業の振興に関わってこれるのかというようなもうちょっと

大きなグランドビジョンを描くことで、農業というものを農村とか生産者だけの問

題ではなくて、日本国民全体がこういう関わりを持てるような、全員にとって大事

な問題であるというビジョンを例えばこの 15ページのところなんかでは出してい

けないのかなと。 

 例えば、何がというとよくわからないんですけれども、一番下のところに環境と

か景観とかいろいろありますけれども、12 月からちょうど景観法も施行されると、

各自治体がいろいろな形で町並みの美しさをやっていけるというのであれば、農村



地区だけではなくて、いろいろな自治体が自分の中にそういう農村地域があれば、

そこと町全体の美しさをどう図るかというので施策を打っていくというのは、農業

に関わっている人達だけではなくて、自治体もそういう視点でまちづくりをやりま

しょうとか、例えばグリーンツーリズムの話であれば、観光業の人はもっと日本の

農業のことも考えて、新しい国内旅行の商品プランに力を入れるべきだとか、アド

バイスをすべきだとか、何かもっと都市住民は参加しましょう、協力しましょうと

いうのじゃないもうちょっと大きな絵図面が描けたら何か本当に全産業的な問題

になるのかなという気がしました。 

 最後に、食品製造業と農業の連携事例でいくつも出していただいて、これはこれ

で大変参考になったんですけれども、コーディネーターが悪いというわけではなく

て、それはそれでいいんですが、ちょっとここに挙げられた例は卸売市場が外にに

じみ出てきていろいろ活動しているという範囲で、構図としては何も変わらないの

かなと。むしろこれから必要なのは、生産者のサイドがこういうような試みをやっ

ていくようなセンスを身につけて成功した例であるとか、ただおそらく自分が責任

を持って誰かと契約するというのは、100 人生産者の方がいらしたら、それに踏み

切れる人というのは多分そんなたくさん、全員じゃないと思うんですね。大半の人

はみんなで何か一緒にやっていきたいとか、私はつくるけれども、売るところは誰

かそういうのが得意な人に任せたいという人が多分普通は多くなってそれは当然

だと思うんですけれども、そうすると例えば農協なんかを使ってその辺の機能を分

けてどういうふうに、特別すぐれた人とか特別経営能力がある人じゃなくても、こ

ういうふうに新しくステップアップできたよみたいな例がもうちょっとあると、そ

れもいいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、安土委員、お待たせしました。 

○安土専門委員  私は食料自給率 45％というのを決めるときのこの前の審議会

で、それは非常に難しいだろう、先ほどお話があったように 40％を維持するのが精



いっぱいじゃないかと言ったことを思い出したんですが、そもそも食料自給率をな

ぜ上げなきゃならないかということについての突き詰めた議論が弱いのではない

かという感じがします。本当に海外から食料が一切入ってこなくなる状況、「油断」

ではなくて「食断」ということを仮に考えたとすれば、そのときの対応と、それか

らそうでない状況とでは大分違う。食断という状況なら、第二次世界大戦中に、本

当にイモのつるを食べながら生きてきた世代としては、1,500 カロリーもあれば御

の字だと思います。食料自給率を上げなきゃならないというのが、どういう状況に

対応するためなのかがどうもはっきりしていない、それは前から申し上げているこ

とです。 

 そして、これも前に申し上げたことですが、もし食断に対応するのならごみを捨

てるのをやめないで、むしろ 30％ぐらい捨てている方がいいですよ、つまりハンド

ルに遊びがある方が危険がないわけで、それなのに片や食料を捨てているのはけし

からんというのはおかしいということは前から何度も申し上げているわけです。 

 それから、また食料自給率が非常に高い、例えば北海道が 192％というお話が今

出ましたけれども、それなら北海道は非常に安全か、つまり、北海道を独立国とし

て考えたら安全かというと、これは必ずしもそうではないわけであって、要するに

食料の問題は多くの問題の中の一つだと思うんですね。したがって、そこまで考え

て見ないといけないわけで、日本全体の他の経済の要素と食料との関係という中で

物を考えなければいけないのが、何か食料自給率だけ取り上げて、こんな低いのは

問題だというかなり感覚的な議論になっているのではないかというのが前提にあ

ります。 

 今私が申し上げたいのは、実はこの「食料自給率目標設定のための課題と対応方

向」の３ページのところに、「食料消費に関する課題」ということがいろいろ書い

てあるんですが、どうも非常に上から見下ろしているというか、そういう感じがす

る。政策ですから、確かに国民全体を考えているということはやむを得ないと思う

んですが、今例えば私どもがスーパーマーケットをやっていて、我々の商品をお客

様により多く売ろうとしたらこういうことを言うだろうか。 

 「食育の推進」とか、「適切な情報提供」とか、ちょっと視点が違っているんじ



ゃないか。そして、その前の「適正な栄養バランス」だとか、「環境への負荷の低

減」だとか、「国民一人一人が自らの『食』について考え、健全で安心な食生活を

実現することができるよう対応が必要」だという、これはもちろんそのとおりで一

つも間違いはないわけですけれども、本当に国産のものの消費を喚起しようという

視点に立つならば、おそらくこういう考え方はしないんじゃないかと思うんですね。 

 消費者にとっては、安全であるという前提があれば安くておしいものがいいわけ

で、安いということが極めて重要です。したがって国産であるか、輸入であるかと

いうことは、安全であるという前提がつけば関係のないことです。大木さんはじめ

何人かの方から国産を愛用するようにしていくということについて制度的にもい

ろいろ考えるべきだというご意見があったんですが、むしろ安全であるのに価格と

無関係に国産を愛用しようと言う方が消費者や一般の気持ちとしては不自然です。

むしろ非常に崇高過ぎる感覚じゃないか。 

 つまり逆に言うと、確かに多くの消費者の方や消費者団体の方が国産ということ

や安全ということを非常におっしゃいますけれども、それによって今現在、日本の

食料自給率は大いに高められているのであって、それをこれからさらに、そういう

いわば理念によって上げていこうというのは、無理があるんじゃないかという気が

いたします。消費者に理念や倫理観でもって国産を食べろというのではなくて、消

費者の気持ちを、結果的には国産を食べるように向けていくということが非常に重

要なのではないかと思うわけです。 

 例えば、今キムチが非常に売れているわけですね。これは言うまでもなく韓国と

いうものがブームになっているわけで、スーパーマーケットのキムチの売上高はも

のすごい伸びですし、キムチメーカーの皆さんも大喜びです。つまりファッション

化することによって、食品でも何でもそうですが、非常に売れるわけです。 

 それから、思いがけない情報提供をされることによって、いろいろなものが伸び

るということは、これも前に何回か申し上げましたが、例えば「ためしてガッテン」

だとか、「おもいっきりテレビ」で取り上げられた商品というのは異常な伸び、数

倍の伸びをします。そして、中にはそれが定着するものもあるわけです。 

 それから、産地と消費者をＩＴでつなごうというようなことももっと考えられて



いいんじゃないかなと思います。これだけ情報が簡卖に伝達できるようになると、

そういう種類のことによって、結果として国産の食品が伸びていくというようなこ

とがあります。例えばサミットストアではサミットビジョンというのをつくりまし

て、店の入り口で農家の産地から、あるいはお魚の市場で今日どんなものが安くい

いものがあるかということを提供しています。それとリンクして、売り場の上にも

そういう映像を出して販売していますが、かなり大きな売上高が上がります。その

ために 1,000 万円ぐらいのＡＶ設備をつけているんですが、計算するとそれをつけ

てもなお合うほどそういう商品が伸びているということもあるわけです。 

 どうも全体に消費者に対しての姿勢が言ってみればまじめというか、きまじめと

いうか、くそまじめというか、消費者の気持ちをその方向に動かそうという姿勢が

足りない。これじゃ聞いているうちに嫌になっちゃってというようなことが多いよ

うに思います。例えばアイドルをその気にさせるなんていうのも実はすごく重要な

んですね。そういうことをやろうと思うと非常にお金がかかるというイメージがあ

ると思うんですが、アイドルの方もネタが欲しいんですね。次々にネタを手に入れ

なければ生きていけないタレント達がいろいろな分野でたくさんいるわけで、そう

いう人達に「国産の食品というものがこんなにおいしくて経済的にもいいんだよと

いうネタをうまく浸透することができれば、彼らがひとりでに動いてくれる。それ

は一番消費者の気持ちを変えるのに役立つ。毎晩、毎時間、一日中あちらこちらの

テレビでやっているわけですから、そういう意味でこういう方達をいわばオピニオ

ンリーダー達を自給率アップの味方につける、例えばそういう尐し柔らかいいろい

ろなアイデアが施策の中にあっていいんじゃないかなと思います。一言で言うとき

まじめ過ぎてつまらないと、国産品を愛用しましょうなんて言っても、伸びないん

じゃないかなというのが私の意見です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 いくつか質問もあったかと思いますので、このあたりで役所の方からお願いでき

ればと思います。 

 それでは、山田次長、お願いします。 



○山田総合食料局次長  いくつかお答えをいたしたいと思います。 

 まず、中村委員から、生命に関わるカロリーの話と豊かな生活のもとでのカロリ

ーの話というのがございました。そういうふうに考えておりますが、先ほど言いま

したようにどの指標も完全なものはないので、いろいろなものを示していったらど

うかというのが今の基本的考え方でもありますし、今後の考え方とも思っておりま

す。 

 それから、45％と言わずカロリーは高い方がいいというお話でしたけれども、こ

れも先ほどちょっとお話しをしましたけれども、一方では 40％せいぜいじゃないか

というお話もありました。現在の基本計画の考え方は、先ほど言いましたように一

定の消費面なり生産面なりの課題が解決できた場合に達成できるものということ

でお示ししているということでございます。私どもとしては高ければ高いほどいい

とか、あるいは現状は 40 ぐらいだから 40ぐらいでいいんじゃないかということで

はなくて、課題とそれに見合ったいろいろな方々の対応によってどこまでいけるの

かということを示すのが現行の考え方でございますし、引き続き同じ考え方でいい

のではないかと考えております。 

 それから、自給率について県なり市町村なり自治体ごとに示すかどうかというお

話もございました。先ほど西山委員や長谷川委員から北海道が 192％とか、あるい

は神奈川が３％とか、お話がありました。これはまさにその地域、あるいは都道府

県の生産者と消費者の人口の割合ですとか、あるいは例えばカロリーベースで見て

いけば、どういった作物をつくっているのか、カロリーの高い作物をつくっている

地域もあれば、カロリーの低い作物をつくっている地域もありますので、そういっ

た生産の内容にもよりますので、必ずしも低いところが务等生で高いところは農業

として優等生だというわけでもないと思います。そういう意味でも自治体に何らか

の形で一定の義務を課していくのはちょっとどうかなというような感じを持って

おります。 

 それから、立花委員から、財政負担が伴うので、基本的にそういうことがないよ

うに構造改革をしっかり進めていくべきではないかというお話でございますが、そ

れは私どもも同様に考えておりまして、やはり望ましい構造をつくって、それと併



せて自給率を上げていきたいということが基本でございます。ただ、自給率を上げ

ることが財政負担に必ずしもつながるということでもないようにも思います。特に

私どもは重視しておりますが、消費の面を改善していく必要があります。後ほどの

お話にもちょうど関係をいたしますが、どんどん物をつくって自給していけばいい

ということではなくて、消費者が受け入れられるものをつくっていくというのが基

本だと思いますので、そういうふうな対応をしていきたいと思っております。 

 それから、山田委員から、資料の中で対応として作物の対応ですとか耕畜連携で

すとかバイオマスですとか記載がないということでございます。ここに書いてあり

ますのは、これからまたいろいろご議論いただくということもありますし、とりあ

えず主要なものをここに挙げたということです。自給率に関係をする主要なもので

す。もちろんこのほかにも関係する施策はあると思いますので、実際基本計画をつ

くる際にはそういったことにも目配りをしていきたいと思いますし、またその際ご

意見をいただきたいと思っております。 

 それから、麦、大豆の生産振興の方向がはっきり作目ごとの課題の中で出てきて

ないんじゃないかというお話ですが、これは今申し上げましたように、消費に見合

った、消費に対応した生産をやっていく必要があるということで、特に麦、大豆等

については消費面、品質面ですとかコスト面ですとか、いろいろな課題があります

ので、その点についてここで記載をしているということでございます。そういった

ものが解消されていけば、そういった需要に応じた生産ができていくということで

その課題を書いているということでございます。 

 それから、西山委員のお話ですが、基本的には立花委員と同じように構造改革な

り、そういったものもしっかり進めていきながら自給率を上げていくべきだという

お話だと思いますので、そういうふうに受けとめさせていただきたいと思います。 

 それから、安土委員のお話で、食断、食料が途絶えたときの自給率と平常時の自

給率で違っていて、その辺の整理がうまくされていないんじゃないかというご趣旨

だと思います。９月 16日の資料では、食料安全保障の考え方という資料が後ろに

ついておりまして、食料が途絶えた場合に、イモなどをつくるとどのくらい供給で

きるかということで、あの資料では 2,000kcal 弱ぐらいは何とか生産できるのでは



ないかと、それがまさにいざというときのものでございます。 

 一方、今議論しておりますのは、まさに平常時にどう考えるのかということなん

ですけれども、これまで食料自給率を議論してきたのは、平常時においても一定の

自給率というんでしょうか、あるいは国内生産の力というんでしょうか、農地なり

担い手なりを確保しておく必要があるという考え方から、一定の率を示していると

いうふうに考えております。これは今の基本法でも書いてありますけれども、基本

的な考え方としては、世界の食料自給、あるいは貿易について不安定な要因がある

んだと条文にも書いてあるとおりです。そういう状況にかんがみて、もちろん全部

自給できるわけではありませんので国内生産と備蓄と輸入と、これを適切に、平常

時には組み合わせていく。そのときの目標としてある程度のレベルが必要ではない

かということで現在は基本的には 50％、当面は 45％を目指そうという整理をして

いると思っております。そういう意味では食断のとき以外の平常時においても一定

のレベルが必要だという基本法の流れの中でこういう整理がなされているという

ことでございます。 

 それから、特に消費の関係のところがまじめ過ぎちゃってあきられちゃうという

お話でしたが、またよくお知恵をお借りしながら、どういうふうにやっていったら

いいか、どういうふうに打ち出していったらいいか、考えていきたいと思います。

特に安全ならば安い経済的なものがいいんだというお話は全くそのとおりだと思

うんですが、それは私どもの整理としては、生産面でコストの低減とか構造改革と

かで対応していこうということで、消費の方にははっきり出ていませんけれども、

生産の方でそれに対応していこうということで整理をしております。 

 とりあえず以上でございます。 

○田中総合食料局審議官  増田委員から１点、食品産業と農業の連携に関して、

卸売市場の仲卸業者をコーディネーターとして期待しているのか、あるいはそれを

育てるというようなインテンションがあるのかというご質問だと思います。答えは

そのとおりでございます。 

 前回、10 月８日のときに卸売市場法の改正について簡卖にご説明いたしました。



さきの卸売市場法の改正において、これまでは卸売市場の当事者である卸売業者や

仲卸業者が要は悪いことをしてはいけないということで、市場の中での競り人とい

う役割に特化するという方向で強い規制をかけてきましたが、市場内外の変化に対

応していくためには、卸売業者や仲卸業者が産地開発とか商品開発といったような

ところを担えるような形に規制を緩和するという改正をしてございます。ご存じの

とおり、仲卸業者はなかなか経営が厳しくて、これから再編ということで力のある

仲卸業者がこうしたコーディネーター役を果たしていくということを期待をし、ま

た育てていきたいと思っております。 

 これに関連しまして、秋岡委員の方から、ここでの例が市場関係者がにじみ出て

きているところではないかということでございますが、たまたまここで引いてしま

った例がそうなのでございますが、別に私どもはそこのチャネルリーダーになるも

のが中間流通業者である必要はなくて、生産者側からの取り組みもあるし、また小

売業者が、あるいは食品製造業者が、前回お示ししたように種苗まで開発をしてチ

ャネル管理をして消費者のニーズに応えていくというようなことも当然あり得る

というふうに考えておりますが、今日は時間の関係で示した資料が不適切な印象を

与えたとしたらご容赦いただきたいと思います。 

○高橋消費・安全局審議官  増田委員の方から加工食品の表示について今後さら

に取り組むべきというお話がございましたが、現在生鮮食品については、これは原

産地の表示の話がございますので、生鮮食品については原産地の表示が義務づけら

れていまして、それからこの９月から生鮮品のみならず加工をしたものについては、

原材料に１工程を加えたようなものについて、１工程加えたというのはどういう意

味かといいますのは、特に原材料の質が加工食品の品質に大きく影響すると、消費

者の選択に非常に大きい影響を与えると、そういったものについて原産地の表示を

義務づけたんですけれども、複雑な工程になってきた場合の加工食品、例えばよく

例に出すのはケーキなんですけれども、ケーキについて原産地表示をするとどうい

うふうになるのかという議論をやるんですが、そういうちょっと極端な例は別にし

まして、原材料の原産地が消費者の選択に非常に大きい影響を与えるような加工食



品、これについては私どもとしても今後さらに取り組みを進めていきたいと、こう

いうふうに考えております。 

○宮坂経営局審議官  まず、中村委員の方から、担い手経営安定対策の対象とな

る経営体の規模なり基準なりというものについて、あまり高いのは問題だと、どの

ようにするのかというご質問がございました。ちょうど二月前になるわけでござい

ますが、10 月１日の本企画部会におきまして、当方から担い手としての一つの考え

方といたしまして、他産業並みの労働時間で他産業並みの所得を上げ得ると。具体

的には、年金を除いて年間 530 万円の所得を現在の卖収と現在の作物卖価で上げよ

うとした場合に必要な面積はどうなるかと、規模はどうなるかと。北海道の畑作の

場合には 25 ないし 26ヘクタールで、都府県の水田の場合には 14 ヘクタール程度

と、集落営農の場合には 40 ヘクタール程度という数字をお出ししたわけでござい

ます。 

 その際に、10 月 15 日にどういうふうに考えるんだというまたさらにご質問がご

ざいまして、基本的な考え方といたしましては、今回の基本計画の見直しは平成 27

年を最終年度とする基本計画の改定ですと。一方で、平成 16 年から同じ担い手と

いうものについての米について、米政策の改革がなされまして、水田作につきまし

て、初めて担い手としての規模の要件、具体的には認定農業者であって北海道で 10

ヘクタール、都府県で４ヘクタール、集落営農で 20 ヘクタールという要件が平成

16 年がスタートになっております。 

 一方で平成 27 年、先ほど申し上げたのが一つの我々の試算でございます。この

過程の中にあるのではないでしょうかという問題提起をさせていただいたところ

でございまして、またそのときに当然のことながら、別に規模だけではないじゃな

いかと、例えば非常に高度集約的な農業を営んでおられて、それに比肩し得るよう

な、もっとさらにそれを超えるような所得を上げられているような経営をどう考え

るのか、それは考慮事項として 10 月 15 日に企画部会にもお出しをしているわけで

ございます。ですから、今後さらにこのような議論が深まる中で、いろいろと議論

をされて決まっていくものというふうに考えております。 



 次に、山田委員から、資料４についてご指摘がございました。そもそもこの資料

は本日のこの会合にフィッティングしているかどうかというのは、座長にというこ

とでございますので、私の方からは５ページ、極めて事務的な数字の話でございま

すが、主業農家から副業的農家につきまして、所得がどういうふうになっているの

かということでございます。 

 ちょっと数字が続いて恐縮でございますが、主業農家につきましては、家族農業

就業者が 2.37 人でございます。それから、農外、農業以外に就業している方が 0.16

人でございます。それで、農業所得が 474 万円、農外所得が 291 万円でございます

が、この農外所得につきましては、年金等がこのうち 206 万円でございます。した

がいまして、ネットの農外所得と申しますか、年金を除いた農外所得は 85 万円と

いうことになっております。 

 一方、副業農家でございますが、これは同じ家族農業就業者は 0.54 人でござい

ます。農外の就業者が 0.95 人でございます。34 万円の農業所得を上げられ、農外

所得が 718 万円となっておりますが、このうちの 241 万円が年金の関係でございま

す。したがいまして、ネットの農外所得は 477 万円程度ということになっておりま

す。 

 以上です。 

○川村農村振興局長  立花委員のご質問には次長の方からお答えしますが、西山

委員の方からご指摘のありました北海道の特殊性というのは十分踏まえてやらな

くてはいけないと思っています。さらに、北海道の場合、非常に専業的な地域であ

りますし、また農業を離農されると即離村という形での形態が多いということは十

分認識しておりますので、そういう意味では地域政策というものを考える場合にも、

そういった特徴を踏まえて対応する必要があるということは十分留意しなくちゃ

いけないというふうに思っております。 

 また、秋岡委員から、厳しいご指摘をいただきました。おっしゃるとおりで、こ

の 15 ページの表も非常に平面的に並んでおります。これは登場人物も同じ間隔で

並んでおりますけれども、実際は非農家と書いてあります一般の住民の方々が大層



を占めるようなのが今の実態でございます。それから、都市住民ということで新た

に入れたということでちょっと評価していただきたいと思いますけれども、まさに

農村をこういった視点で考えなくちゃいけないということで取り組み始めたとい

うことでご理解いただきたいと思っております。今後ご指摘されたことは十分踏ま

えて生かしていきたいと思っているところでございます。 

○中條農村振興局次長  私の方からは立花委員のご指摘についてお答えしたい

と思います。 

 地域資源の保全に関しまして、生産基盤の整備の面でイノベーションの方針がな

いのかと、特に圃場の大区画の例をお示しいただきましてご指摘ございました。私

どもは圃場整備自体イノベーションの一つの結果だと思っておりまして、ご案内の

とおりこれは分散錯圃しておりました圃場を集めまして、併せて用水、排水を分離

して農道も整備すると、これも共同減歩で行っているような実態でございまして、

地域一体となって取り組んでいるということで、さらには最後にはこれは暗渠排水

も入れまして、水田を水田として使うだけじゃなくて畑にも使える、いわゆる汎用

化を今目指してやっておるわけであります。 

 この流れでいきますと、ご指摘のような大区画、実は私どもは１ヘクタール以上

の圃場を大区画圃場と呼んでおりますが、こういった動きも現在積極的に展開して

いるところでございまして、さらには圃場までの用水路をパイプライン化いたしま

して、これも暗渠と直結しまして、地下から灌漑するいわば地下灌漑といったもの

も取り入れているところでございます。 

 ただ、圃場整備も今おかげさまで 60％まで整備率を達成するところまで来ており

ます。この大区画の整備になりますと、初期に大区画の整備をするところは比較的

スムーズに来るわけでありますが、一度 30 アールの区画を整理したところに再度

でかくなりますと、これは非常に大きな投資を伴いますし、地域の状況も相当慎重

に対応するところがございまして、これは今地域の状況を踏まえながら、大区画の

圃場の整備を進めているのが実情でございます。 

 他方、今回のこの地域資源の保全に関してもそうなのでありますが、国全体とし



ましてはこれまで特に近年こういった圃場を中心としました生産基盤の効率化を

積極的に進めてきた反面で、農村の資源はやはり農村らしい一つの要素であります

ので、こういったものを資源として保全してほしい。これは前半にご説明、ご紹介

したと思いますけれども、例えば農業用水が場合によって地域用水として地域を潤

す資源として使われているわけでありますし、あるいは農業用水路が調節用の水路

としても使われておりますし、また防火用水としても機能を持っているわけであり

ますから、こういった多面的な機能もしっかり残してほしいという、そういう大き

な要望もございまして、今回地域の資源をしっかり守るという観点からも、この施

策を推進したいと思っているところでございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 私にもご質問がございまして、資料４の出来映えはどうかということなんですけ

れども、経営局と農村振興局で限られた時間の中で第１回の作品という形で作成さ

れたわけでございまして、労を多としたいというふうに考えております。ただ、ご

覧いただきますと、ややバランスがどうかなというところもあります。表現の仕方

等、この辺は改善していただきたいというふうに思っております。 

 と申しますのは、産業政策と地域振興政策を区分し、また体系化するという表現、

それから別のところには施策の連携を図るという、こういうことがあるわけであり

ます。それで、こういったことをかなり強く意識して制度というか、政策を設計し

ようというのが今回の企画部会でのずっと議論の流れの一つの特徴だろうと思う

んですね。 

 このときに非常に大事なのは、現場でこういった今の議論がどう受けとめられる

かということでありまして、その意味では霞ケ関、都道府県、あるいは市町村、あ

るいは集落、農家の方々との間の一種のコミュニケーション能力といいますか、こ

こが問われるようなことになっているんだろうと思うんですね。したがって、その

意味では農村の現場でこれは本当に大きな動きをつくり出していくということに

つながらなければ駄目だというふうにも思っておりまして、そういう観点からさら

にこういった形のプレゼンテーションなり、あるいは施策の間の関係の整理をして



いただくということは大事だというふうに思っております。 

 おそらく委員の皆様方にもいろいろな評価なり、まだこれが足りないとか、ある

いはこういった形で改善した方がいいのではないかということがあるかと思いま

すので、そういったこともお聞かせいただければ、今日ということではございませ

んけれども、お聞かせいただければと思います。 

 それでは、森本委員が先に手が挙がっておりましたので、森本委員、山田委員、

新開委員、安高委員の順番でお願いいたします。 

○森本専門委員  私は担い手政策と地域振興政策は今までのに比べればよくで

きていると評価できると思います。しかしながら、これを読みながら、集落営農と

いうのが当然重大な組織づくりというのが持ってくると思うんですけれども、私は

この前北海道の上川地区の青年部から呼ばれまして、いろいろな意見交換会をして

きたんですね。私はイメージの中では、北海道というのは意外と簡卖に大型化がで

きるんだろうなというふうに思って行っていたんです。ところが全然違っていたん

ですね。というのが上川地区で話しましたときには、上川地区の場合は規模拡大し

たときの借金がまるまる残っていて、買ったときには米価が 50万円で大体ちょう

どよかったんですけれども、米価が下がってきて今は 30 とか 35万、それでも逆に

買う人もいないようになっている。しかし、そのときに投資をして田んぼを買った

人はそれで結局借金できゅうきゅうらしいですね。 

 そうすると、土地改良の償還金もございます。水利費もございます。いろいろな

ものを払っていかなくてはいけない。そうなってくると、集落営農でみんながやる

のに赤字のやつらばかりで集まってもこれはなかなか難しいと、赤字にしても

1,000 万円の赤字のやつもいれば 5,000 万円の赤字のやつもいる。そういう人達が

集落の中にいっぱいいて、さあ、集落営農で法人化して「ヨーイ、ドン」と言って

も、これはなかなかできないんだと、そういうふうに言われました。 

 その後、札幌の近くのまた青年部の友達のところに行きましてちょっとお話を聞

きましたら、その友達は本当に山田専務じゃありませんけれども、宮田会長のお膝

元なんですけれども、新篠津というところですね。そこはいまだに競争して田んぼ



を買っているそうです。８ヘクタール田んぼが売りに出たから手を挙げたら、４人

手を挙げていたから、１人に８ヘクタールは売れない。だから、みんなで分けてく

れと言われたと、そのくらい競争が激しいそうです。 

 僕はなぜこんなに同じ北海道で違うのかなと思ったときに、自己資本なんですね。

新篠津というところは、もともと 10 ヘクタールとか 15 ヘクタールとかという田ん

ぼを持っていて、だから生活するのはそのお金でできる。そうすると、簡卖に言え

ば 10 ヘクタール買っても、10 ヘクタールで稼いだお金でそれで借金を返せるので

あれば、もともとなかったものとして考えれば、結局機械の効率も当然良くなるし、

だからなるほど、そういうことなんだなと。逆に言えば、今規模拡大で一生懸命や

ってきた人達は行き着くところまで行き着いているような感じなんですよね。だか

ら、これから先どうやって集落営農に取り組めばいいんだろうかというのがいろい

ろな人達のご意見の中で一番多かったわけです。 

 それと、設備投資にしてもちょっと過剰じゃないんですかという話を私はしまし

た。ところがそれは森本さんが熊本だからですよと、うちあたりは雪が解けて短い

時間で田植えをしなくちゃいけない。逆に言えば短い時間で稲刈りも終わらせなく

てはいけない。本来はもう尐しちっちゃい、安い機械でもいいと。しかし、時期的

なものがあるから、それを終わらすためには過大な設備投資をしなくてはならない

と。そうか、なるほどなと思いながら、いろいろな問題があるなというふうに帰っ

てきたわけでございます。 

 結局、資料４の７ページを見ていただきますと、農地を担い手に貸し付けると大

体２万 4,000 円程度は手取りが残るということですね。これは逆に言うと、借り手

はその分の経費をみんな払わなくちゃいけないわけですよね。当然そうなんですよ。

そうなってくると、その負担というのは結構大きいんです。だからこそ、今はここ

の地代でも２万円になっておりますけれども、これが２万円というのは実際ないん

じゃないかと、今は１万円とか、逆に言えば１万円も出していないところもあるん

じゃないかと。私ども阿蘇は逆にこれが３万円になって、なぜ３万円なのかいまだ

にわからないんですけれども、いまだに３万円という数字で貸し借りが行われてい

るんです。 



 この数字をずっと今さっきから眺めておりましたら、ちょっとおもしろいことに

気がつきまして、これは逆に言えば仕事を定年退職して、0.5 ヘクタール、５反で

すね。５反を持っている人が結局２万 4,000 円にしかならないんだったら、機械作

業はみんな受託に出せばいいと、あとの管理はみんな自分ですると。そうなってく

ると、最低計算をすると大体６～７万は手元に残るんですよ。どうしても貸してし

まえば２万いくらぐらいにしかなりませんけれども、自分で管理だけやれば６～７

万残るんです。 

 私はそこでもう一歩先に行って、これは逆に言えばその人達が私達は国からの助

成金なんて要らないと、だから生産調整もやらないと、自分で田んぼで植えたもの

は自分で売ると、農協も通さないで売ると、そうなってくると結構手取りが本当に

やがて 10 万近くまでいっちゃうんです。自分で何もかもやって、機械だけ頼めば

そのくらいの手取りになっちゃうんです。そうすると、逆に流動化も進まないし、

集落営農の中でだからおれは参加しなくていい。だから、自分ができる、これは当

然前提条件がありますよ、自分ができる間はやらなくていい。極端に言えば 60 歳

の人が 75 歳までだったら、15 年間はおれは集落営農でやらなくても、機械作業だ

け頼めばあとは全部自分でやるから、別に人をあてにしなくていいよって、そうな

ってきたら逆に産地づくりビジョンが壊れるんじゃないかと。結局、そこで生産調

整をそういう人達がやらなくなってきて、その生産調整の面積というのは誰にいく

かというと、あとは私達みたいな担い手と言われる人達がどこかでその分の面積は

カバーしていかないとできないわけですね、需給バランスが崩れるわけですから。

当然、数量で来ようが面積配分で来ようが全部一緒ですよね。やらない人がいれば

やる人がどこかにいるんですから、だからそこを考えていったら、これはやり方に

よってはうまくいけば生産者にとってはすごくすばらしいものだけれども、一歩間

違っちゃうとこれは本当に産地ビジョンづくりにまで悪影響を引き起こしかねな

い部分があるんじゃないかなと、そういうふうにちょっとこの数字を見て自分なり

に感じたところでございます。 

 それと、もう１点は食品産業と農業の連携の部分でございますが、これはせっか

くですから、対応方向ということで示しているのであれば、バイオマスまで入れた



方がより完璧なものになるのではないかなと、最初から最後までですね。それで初

めて連携という言葉が方向づけできるのではないかなとちょっと見て思いました。 

 以上でございます。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、山田委員、お願いいたします。 

○山田臨時委員  貴重な時間をいただいて、ほんの簡卖に申し上げます。 

 提出資料の関係で２点申し上げておきたいというふうに思います。 

 １つは、８月以降の組織的な討議を経まして、そして 11 月５日にまとめた具体

策の提案であります。ご覧いただきたいというふうに思います。 

 前提として、担い手づくりや農地の利用集積の農政改革は必要だという観点でま

とめているということであります。 

 なお、経営安定対策の対象について、農協の考え方として、広く浅く従来どおり

だとか、ばらまきだとかという受け取られ方をしているわけでありますが、ただそ

れは決してそうではなくて、認定農業者や特定農業団体に限定して、国が一律的な

要件を設定するのではなくて、あくまで地域の取り組みや農業者の意欲を重視する

観点で地域の実態に即した基準による担い手づくりということを主張しているん

だということをぜひご理解願いたいというふうに思っています。決して広く浅く従

来どおりというふうに言っていませんので、その点申し上げておきたいというふう

に思います。 

 ２つ目は、後ろから２枚目の紙２枚でありますけれども、担い手づくり対策の方

針のポイントだけでありますが、まとめております。さきの企画部会で長谷川委員

から、農協の取り組みの方針を聞かせてほしいというご意見をいただいていたわけ

でありまして、こうしたこれらの取り組みについても、組織的に担い手づくり対策

にこの観点で取り組むということを決めて実践することにしておりますので、申し

上げておきます。 

 ありがとうございました。 



○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、新開委員、どうぞ。 

○新開委員  自給率については、たくさん意見が出ましたので、担い手政策につ

いて意見を述べたいと思います。 

 これまでの基本計画に向けた中間論点整理の最大のポイントといったら、私は担

い手政策ではなかったかなと思うんですね。それで、今日生源寺先生から説明もい

ただきましたし、ここにきちんと農業を産業として振興する産業政策と地域を維持

する地域振興政策に明確に区分していただいて、これなら農村もしっかり理解がで

きるんじゃないかなと思うんですね。今では認定農業者に集中的に支援するという

ようなことで、非常に小規模農家にとっては批判が多かったんですけれども、こう

いうふうにきちんと整理されたら、担い手に集中するだけではなく、地域にも振興

するという意味で、理解がこれから非常に得られるんじゃないかなと思って読んで

おりました。一つだけお願いしたいんですけれども、私達農家の現場として 60 年

代に打ち出されたのが自立経営だったんですね。それから、70 年代に育成を目指さ

れた中核農家というふうに打ち出されて、今度は 93 年に認定農業者というふうに

なってきたんですね。それが今まではたして外国、例えば国際的に競争力を持つ経

営体に育ったかというと、育つどころか後継者が激減してしまいました。だから、

これまでの企画段階ではすばらしいことを打ち出されていたのですが、何かいつの

間にか立ち消えになっていきました。今回はそういうことのないように、実際にこ

うして認定農業者に集中的・重点的に実施するとなったら、やはりちゃんと施策を

成功させないと、ここで議論した意味がないので、ぜひ計画の案が成功するような

施策にならないといけないと思います。 

 今まで中核農家とか自立経営者とか打ち出されながら立ち消えになりましたの

で、非常に若者も意欲ある経営者も、失礼になるかもしれませんけれども、農政へ

の不信がかなりあるんですね。だから、頑張る人にとって頑張れるというような意

欲を持てるような政策に成功させていかなければいけないと思います。 

 それから、この選択をすることになりますよね。認定農業者に選択するというと



きに、地域でうまくもめごとのないように、ここら辺の整理を地域とともに仲良く

していかないと、またそこに農村に問題が出てくるんじゃないかと思います。 

 それから、もう一つですけれども、これは食の安全・安心についてですけれども、

今まで私も何度もさまざまなチェック体制とか表示には意見を述べてきましたけ

れども、現在の安全・安心のチェック体制が本当に消費者のために、農業者のため

になっているかなというのが一つ疑問なんですね。ＢＳＥ発生後、トレーサビリテ

ィというのが非常にすぐれたものになりまして、今小売段階でも牛の生産履歴がわ

かるようになりました。私達野菜もきちんとそういうことをやっております。でも、

ＢＳＥというのは肉骨粉が原因であったとするなら、そのえさを食べた牛とかえさ

自体が輸入されなくなって一掃された段階からある程度安全になるんじゃないか

なと思います。それが不要に検査体制が維持されて、そこに莫大な投資とか企業が

介在している部分もないかどうかというところまで点検してほしいというのが一

つ問題なんですね。 

 それから、輸入食品の検査体制についてですけれども、今日「食卓の向こう側」

というのを提出しておりますけれども、ぜひこれを先生方読んでいただいて、横川

委員が帰られましたので、非常に残念なんですけれども、食品産業と本当に連携す

るならば、もっとお互いに真実を明らかにして、そして連携プレーをしていかない

といけないんじゃないかと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、安高委員、お願いいたします。 

○安高委員  資料４の８ページから地域農業の展望について書かれているんで

すけれども、このいわゆる地域の構成農家との関係、地代農地、農地労働力、委託、

こういう事例もありますし、こういう可能性はあるんでしょう。けれども、大事な

のは今我々が検討している政策というものがこういう方向に誘導する、導く、そう

いう政策になっているかどうか。これはたまたまこういうのがあるという状態です。 

 私が心配いたしますのは、先ほど生源寺部会長も言われましたが、現場でどう受



けとめられるか。霞が関から見たらこういう実態なんでしょうけれども、担い手に

なろうと手を挙げる人がいないかもしれない。地域といったときに、もしかしたら

３年後、４年後、構成農家がなくなっているかもしれない。だから、今度の政策の

打ち方は間違えないようにしないと大変なことになる。 

 そして、今米政策で水田農業ビジョンとか動いているわけですが、永石委員が最

初におっしゃった地域におけるＪＡの役割がありますよということで、いわゆる生

産出荷団体が地方公共団体の区域の特性に応じた農業振興に資するというふうに

動き出して水田農業ビジョンを立てていっているわけですね。これは生産者団体で

すから、ＪＡがはっきり言って中心になって動いていっているんです。そういう役

割があると思うんです。ただ、私はこの地域農業を展望していく中に、もちろんこ

の施策の中にＪＡの役割、ＪＡの位置づけ、折り込むものではないと思います。 

 しかしながら、先ほど山田委員がおっしゃったように、全国で１万人以上の営農

指導員が動いているんです。確かに、普及センターの普及員もおりますけれども、

農産物の販売だとか経営に立ち入って近いところで指導しているのは営農指導員

なんです。だから、ＪＡの役割を折り込む必要はないんですけれども、ＪＡの営農

指導員が理解できるような政策にしなければ現場では機能しません。確かに、生産

性の高い農家はＪＡを頼ってきません。けれども、ちょっと問題があると、今度の

ように自然災害があると、強い競争力のあった農家でも困ったときにはＪＡに来る

んです。そのときにこの施策がＪＡが理解できる政策なのか、これは私は重要なこ

とだと思っております。そういう意味で、ここに「地域農業の展望」と書いてあり

ますが、地域の農業の展望が現場の農家、いろいろな農業関係者、現場の関係者か

ら見える形の展望、あるいは政策にしていただきたいと思います。 

 それと、もう１点自給率についてですが、私は自給率といったときに、村田委員

が飽食の自給率でいいのですかとおっしゃいました。分母に何を持ってくるかが問

題だろうと思っております。ぜいたく三昧の食生活のカロリーを分母に持ってくる

のか。ひもじい思いをした時代を持ってくる必要はないと思うんですが、望ましい

豊かな食生活とはどういう状態なのかというのをきちっとそれを分母に持ってく

るんだという考え方が必要じゃないかなと思っております。 



 それと、自給率等を見たときに、これは基本法の 15 条に出てくるんですが、流

れを見てみると、ここだけ自給率という数字が唐突に出てきて、しかも目標と、私

はこう感じています。しかしながら、よく見てみますと、いわゆる何のための食料

自給率なのか、何のための食料自給率の目標を掲げなさいと言っているのか。よく

法律を見ていくと、私は食料の安定供給の確保、これを実現する物差しとして、目

標として検証する物差しとして食料自給率が挙げられていると思うんです。だった

ら、大事なのは食料自給率目標を掲げた目的、その目的は食料の安定供給だと思う

んです。食料の安定供給ができる体制をつくるのが本来の役割なんです。だから、

私は食料自給率は物差しとか、そういうふうに使っていくべきだと。 

 そういうふうにすると、食料の安定供給の確保とは何か、これが具体的に頭の中

に描けるのか。食料の安定供給の確保を具体的に頭に描けないまま、ただ自給率の

目標だけを追っていったときには、現実、形あるものが見えない。ただ数字だけ追

っていっているという結果になろうかと思います。 

 この辺は議論していただきたいんですが、私なりには安定供給するためには、農

地の確保、担い手の確保、それと経営の競争力の向上、こういうものをきちっとこ

れを自給力と位置づけて、これをどうやって維持していくか。この議論が大事なの

であって、自給率は金額ベースもあります。カロリーベースもあります。分母にど

ういう数字を持ってくるかというのがありますから、数字に振り回されないで、そ

の数字が何を目指したものであったかというのを、そこからすればこの我々の基本

計画の見直しが何から入っていかなければならないのか。国際基準から入ってきて

施策を論じていいのか。基本法が求めているものから本来入っていくべきじゃない

か。そして国際基準との整合性を考えるべきじゃないかと私はそう思っております。

そういう意味から、こういう観点から、今度の政策、基本計画の見直しの論議に入

っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 実は既に目途としていた時刻を 30 分ほど過ぎております。申し訳ないと思いま



す。できるだけ簡潔に役所の方からお答えを必要な限りでいただければと思います

が。 

○山田総合食料局次長  今、安高委員から、自給率の話がございました。基本的

には、私どももその自給率というのは一つの物差しというか、目安であるというご

意見には賛成でございまして、その実際の国内政策なりがどうなっているのかとい

うのをチェックするものとして自給率を今使っているということでございます。 

 それで、具体的にどういうものをイメージするのかというのが大事だというお話

ですが、まさに現行の基本計画でもそうですけれども、例えば併せて構造展望を示

すとか経営の展望を示すとか、必要な農地面積、農地の延べ作付面積と耕地利用率

とか、そういったことを併せて提示をしております。そういったものと併せて自給

率を見ていただくということで全体像がわかっていくのではないかと考えており

ます。 

○高橋消費・安全局審議官  新開委員の方から、ＢＳＥの検査についてちょっと

お話がございましたが、現在ＢＳＥの検査というのは屠殺する牛全頭につきまして

検査をやって、その検査について今後どうするかというのは、現在食品安全委員会

の方へ諮問しまして、20 カ月以下の牛については今後検査は要らないのではないか

というお話をご相談していますけれども、ちょっとお話がありました飼料の規制が

これは平成 13 年に法律の規制をやったわけですけれども、それ以降については果

たして今のような検査をやっていく必要があるのかというお話がございました。 

 ただ、外国を見ましても、完全なえさの規制をきちっとやっても、その後でもＢ

ＳＥの発生がとまっているわけでないわけでありまして、これは国の規制として何

かやったとしても、現場で多尐物が残って、日本の場合にはちょっと私どもは考え

にくいと思っているんですけれども、現場で多尐どこかに昔の肉骨粉が残ってとか、

あるいはイギリスなんかではちょっと一部の倉庫にまだ多尐残っていて、それがラ

インに入ってきたというような事例もあるようですけれども、そういった意味で規

制が完全に浸透するまでには時間がかかるわけでありまして、そういう点で検査を

続けていかないといけないだろうというふうに考えております。 



 これまでにいろいろな家畜、それから人間の食べ物に関する病気の中でも、細菌

でもない、ウイルスでもないという非常に特殊な病気でありまして、医学的にはこ

れは扱いにくい病気、非常に相手にしにくい病気ですので、今とっている対策とい

うのはこれで必要最小限といいますか、そういった対策を私どもとして今やってい

るところだというふうに考えております。 

○宮坂経営局審議官  まず、森本委員の方から北海道の例を引かれまして、赤字

の人達ばかりでそれが赤字がネックになってなかなか集落営農が進まないという

ご指摘がございました。 

 赤字を負債を大きく抱えていて、その人達が集まっても負債が全部ゼロになるわ

けではないので、確かにご指摘のようなことというのもあるんだというふうには思

います。ただ、この問題で解決しようとしておりますのは、地域をまさに地域の中

できちっとして、担い手として農業生産にいそしまれる方々をいかに救っていくか

と、それにどういう支援をしていくかということでございます。ですから、今赤字

というか過大な負債をお抱えになっておられる方々につきましては、この政策とは

別に従来からも負債整理のための資金を出すなり、それから農地保有合理化法人に

経営資源を継承していただく、いろいろな施策を講じているわけでございます。ま

ずは自分のというか、過大な負債というものをできるだけ整理をして、次に集落営

農というか法人化に進むというようなステップ・バイ・ステップになるのではない

かというふうに思っております。ただ、赤字だからといってお互いに顔を見合って

も赤字が黒字になるわけではないので、どういうふうにしてステップアップしてい

くかということについて、いろいろまたＪＡ等から、また行政も一緒になって、そ

このところの再建策を講じていくということをすべきではないか、またそのための

施策も用意をさせていただいているつもりであります。 

 それから、次に同じ森本委員から資料４の７ページで、農地を担い手に貸し付け、

地代収入を確かに２万 4,000 円上げられるけれども、一方で自分でやって土地を持

っていて必要な作業を誰かに委託をすれば、結構自分で儲かるんじゃないかと、そ

れならそれでやるんじゃないかと。 



 その前提でいけば、確かにそういうこともあり得ると思いますが、今問題になっ

ているのは、その委託をする先がないと、そういうまさにこの中の企画部会の中で

もご議論ございましたが、土地を貸そうにも相手がいない、作業を委託しようにも

作業を委託する相手がいない。それで、本当にみんな足腰が脆弱になってきたとい

うことなわけでございまして、そういう意味でそういう担い手が不足しているよう

な地域で、その地域が話し合って、特定営農集団というか、集落営農というものを

組んで、それでみんなで機能分担をしてできる分、真ん中にあるような例えば自分

で出役に応じて、その出役料で賃金の収入と配当収入を得るということもあるし、

ほかのことで兼業機会があれば農地だけを貸すというようなことというようない

ろいろな選択肢として考える、その前提として相手がいないということなものです

から、今やらなきゃいかんことは相手たり得べき者をいかに確保し、育成していく

かということなわけでございまして、そういうことでご理解をいただければという

ふうに思います。 

 それから、新開委員の方から、施策をちゃんとやってくれという話がございまし

た。まさに今回の中間論点整理が８月 10日に出されたのは、まさに「はじめに」

に書いてございますが、まだ議論が詰まっていないところがあるかもしれないけれ

ども、スピードアップが必要なんだと、必要なものについては 17 年度予算なり制

度改正に盛り込むべきであるとということで、あえて８月 10 日に中間論点整理を

したという整理でございまして、我々といたしましてもそれを受けまして、平成 17

年度の概算要求なり、平成 17 年度の制度改正に取り組みたいというふうに思って

おりますので、そこは一生懸命ちゃんとやりたいというふうに思っております。 

 それから、もめごとがないようにというのはまさにおっしゃるとおりでございま

して、資料４の 13ページにも書いてございますが、あまり怒った顔のないように

みんなが普通な顔で話し合えるように考えておりまして、誰か１人だけが何か割を

食うとか、誰か特定の人だけが喜ぶというようなことでなくて、みんな同じような

表情になっておりますので、そういう意味でもめごとがないようにやっていきたい

というふうに考えております。 

 それから、最後に安高委員の方から、地域農業の展望を示すべきだと、まさにお



っしゃるとおりでございます。それはまさに霞ケ関で考えたり、県で考えたり、市

町村で考えたり、現場で考えたり、いろいろな形で考えることだと思いますが、先

ほど山田委員からご紹介がございましたように、まさにＪＡグループといたしまし

ても、こういう形で集落営農といいますか、その担い手というか、地域の農業の担

い手づくりということに積極的にお取り組みになって、普及センターとか農業委員

会とも連携をとりながら、営農指導員の方々をまた十分にご活用なさって、こうい

う形でやっていかれるということでございます。そういう現場でのご努力なり、そ

れから我々が用意できるであろう施策というものをうまく利用していただいて、地

域営農というのはそれぞれの地域でいろいろ考えてつくっていただくということ

ではないかというふうに思っています。 

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そのほかございませんでしょうか。 

 なければ時間も大分超過しておりますので、このあたりで今日の議論は閉じたい

と思います。 

 本日をもちまして、食料・農業・農村に関する政策の展開方向に関する議論が一

巡したことになるわけでございます。今後の企画部会の段取りについてですが、年

明けからの議論は新たな基本計画そのものに重点が置かれたものになりますので、

年内あと２回を予定しているわけでございますが、あと２回につきましては年明け

以降のスケジュール、あるいは仕事を踏まえた議論を行う必要があると考えており

ます。 

 具体的には、次回は、秋以降のこれまでの議論を整理し、その上で新たな基本計

画の策定につながるようなご議論をお願いしたいと考えておりますので、事務局に

おかれましてはそういった方向で資料の準備をお願いいたしたいと思います。 

 次回の日時は 12月７日火曜日の午前９時 30分から、場所は今回と同じこの講堂

でございます。 

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

――了―― 


